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平成27年第１回玄海町議会定例会議事日程（第２号）

平成27年３月９日 午前９時開議

日程１ 一般質問

平成27年第１回玄海町議会定例会一般質問通告書

質 問 者 質 問 事 項 答弁を求める者

６番 友 田 国 弘 君

１．観光開発について 町 長

２．地方創生の支援と施策について 町 長

３．少子化対策について 町 長

11番 藤 浦 晧 君

１．原発事故時に於ける実効性のある避難計画

について
町 長

２．介護保険改定で新総合事業でサービスはど

うなるのか
町 長

３．独居老人の生活支援について 町 長

２番 山 口 定 君

１．玄海町のふるさと応援寄附金について 町 長

２．介護保険改正について 町 長

３．玄海園の運営と利用状況について 町 長

４番 池 田 道 夫 君

１．小中一貫校に伴う運営方法と既存の学校に

ついて
町長・教育長

２．玄海町薬用植物栽培研究所について 町 長

３．次世代エネルギーパーク事業について 町 長

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

午前９時 開議

○議長（上田利治君）

おはようございます。ただいまの出席議員は11名であります。定足数に達しておりますの

で、直ちに本日の会議を開きます。
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本日の議事日程につきましては、あらかじめお手元に配布しております議事日程表によっ

て御了承方お願いいたします。

日程１ 一般質問

○議長（上田利治君）

日程１．一般質問を行います。

質問の通告があっておりますので、順次発言を許します。６番友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

おはようございます。ただいま議長の許可をいただきましたので、通告に従いまして、観

光開発について、地方創生の支援と施策について、少子化対策について、町長に質問をさせ

ていただきます。

毎年、第１回の議会定例会が開催されますたびに東日本大震災が思い出されます。震災復

興に向けて取り組みの計画がなされておりますけれども、まだまだ復興までは時間がかかり

ます。一日でも早く復興できますことを、皆様方とともに願うものです。

さて、平成27年度は、玄海町におきまして大きな取り組み、事業は町内の小学校、中学校

を統合しまして、玄海町立小中一貫校玄海みらい学園が４月から開校いたします。せんだっ

ては、町民皆様方、そして、議員の皆様方も新校舎を見学させていただきました。将来を担

う子供たちを育成する立派な校舎ができました。教育委員会におかれましては、児童・生徒

が伸び伸びと健やかに成長していくように取り組んでいただきますように要望いたします。

もう１つの事業は、10月に全国棚田サミットが玄海町で開催されます。その準備に、実行

委員会、プロジェクト委員会が発足いたしまして、町民各位の皆様方に協力をいただきなが

ら準備を進めております。今回開催されます全国棚田サミットは、全国から参加していただ

きますので、我が町、玄海町を紹介する絶好の機会だと思われます。我が町の観光スポット、

見どころは、浜野浦棚田、玄海エネルギーパーク「あすぴあ」、薬用植物栽培研究所、三島

公園、轟木公園等々、また、史跡などもたくさんございます。また、唐津観光協会が実施さ

れておりますＡＴＡ事業も、関西地域から生徒さんたちが玄海町に宿泊して、町内で体験学

習をして、地域の自然や文化、町内の人々との交流を楽しむ生徒さんたちにとっては、貴重

な体験だと思われます。この事業も、玄海町を紹介する観光事業ではないでしょうか。玄海

町観光ガイドブック「ＧＥＮＫＡＩホリディ」に、町内の観光史跡などを紹介してあります。

もっともっと観光開発に取り組んで、観光客誘致をふやす計画を立てていただきたいのです。



- 46 -

今後の、町の観光開発についてをお尋ねいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

それでは、友田議員さんの御質問にお答えをしたいと思います。

友田議員さんの、町内の観光開発についてはどうかというお尋ねでございます。

まず、玄海町の観光事業の一貫として玄海町観光ガイドブック、これを「ＧＥＮＫＡＩホ

リディ」と申しておりますが、これを作成いたしております。友田議員も御存じのように、

平成25年度に新しいガイドブックを作成いたしまして、観光客の誘致を図ったところでござ

います。

また、現在、資源エネルギー庁が実施しております原子力発電施設広聴広報等事業の地域

の自慢づくりプロジェクトに参加をいたしまして、地域の団体等の協力も得まして、全国棚

田サミットに向けたサポートから、町内の産品と観光を外部へのＰＲや自由に意見が述べら

れるワールドカフェ、これは、玄海町夢会議という名称になっておりまして、玄海町が活性

化する体制と、観光、産品の魅力向上への取り組みについて実施をしている状況にございま

す。

次に、町内の公園の整備についても少しお答えをさせていただきたいと思います。これも

以前、友田議員さんから御質疑を受けておりましたので、多少重複するかもしれませんが、

御容赦をいただきたいと思います。

平成５年度に三島公園、平成７年度に轟木公園、平成13年度から20年度に浜野浦棚田の展

望台、平成15年度から22年度に藤ノ平ダム公園をそれぞれ整備を行ってまいりました。加え

て、ここで本町における過去５年間の観光客の動態調査、これは歴年で調べた調査でありま

すが、これによる入り込み客数についてもお答えをさせていただきたいと思います。

平成22年は40万7,000人、平成23年は38万9,000人、平成24年は37万人、平成25年は32万

7,000人、平成26年は33万6,000人のお客様が、本町の観光施設及びイベントなどに来町をさ

れております。

また、先ほどおっしゃっていただきましたけれども、平成21年度から唐津観光協会が行っ

ております中学校、高校生を対象とした唐津玄海体験型旅行事業、ＡＴＡ事業ですが、これ

におきまして過去３年間の受け入れ人数を申し上げておきますと、平成24年度が545人、平
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成25年度は852人、平成26年度は841人となっておりまして、本事業におきます平成27年度に

玄海町への来町予定の生徒数は約1,660人ということになってございます。

なお、昨年の浜野浦棚田におきまして、年中を通してのお客様が来町されている状況でご

ざいますが、昨年のゴールデンウイーク、これは11日間で調査をいたしておりますが、来町

されたお客様は、11日間で、延べ4,054名となっておりました。特に、快晴だった５月５日

には、約480名のお客様が来町されておりました。

観光開発については、パレアを拠点として、今後、もっと詳細に計画をし、検討をしてい

きたいと今考えているところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

町の今後の観光開発について、ただいま答弁がございました。「ＧＥＮＫＡＩホリディ」

の作成、これは立派なＰＲになるのではなかろうかと思っております。これなんかは、よく

あちらこちらに配布をしていただければ、もっともっと玄海町のＰＲができるんじゃなかろ

うかと思っております。

また、公園整備については、三島公園、轟木公園、藤ノ平ダム公園と、順次整備をされた

ということでございますけど、また、町内の観光客数もただいま紹介していただきました。

また、ＡＴＡ事業では、25年度は852名、26年度は841名と、ことし、27年度は1,660名の方

を予定しておるということも、これも一つの高校生たちの町内を知る観光事業ではなかろう

かと思っております。

また、棚田の昨年５月の連休の11日間ですか、5,414名ということを今答弁されましたけ

れども、昨年の５月の連休のときは、４日か５日、交通が物すごく渋滞したということをお

聞きしております。両側に駐車して、そこを通行される方には大変迷惑をかけたんじゃなか

ろうかと思っておりますので、今後、そういう駐車場も含めて検討をしていただきたいなと

思っております。

次に、仮屋地域観光開発についてをお尋ねいたします。

昨年８月に町長選挙が行われました折に、町長は、仮屋地域に来られまして、選挙立候補

挨拶の中で、観光開発についての話をされました。玄海町において、観光開発が必要だと、

その地域は、仮屋地域が一番適しておりますと挨拶をされました。その後の仮屋地域の観光
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開発について、どのような計画を立てておられるのかをお尋ねいたします。

（午前９時12分 ５番脇山伸太郎君 退席）

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

次に、仮屋地域観光開発についての御質問にお答えをしたいと思います。

今、例でおっしゃっていただきましたけれども、私が、仮屋地域が一番適していますとい

うふうに申し上げたのは、玄海町史の下巻の第三編集落のあちこちの中の仮屋に目を通しま

すと、貴重な記述がありましたことから、そのように申し上げたというふうに記憶をいたし

ております。これは、友田議員さんも御承知だと思いますが、明治の時代にも、軍港として

の仮屋湾というのは非常に注目を浴びたという経緯も持っておりますし、それ以前、実は伊

能忠敬が地図の調査にもお見えになったというふうに記述が残っております。さらにさかの

ぼれば、実は、ここは松浦水軍の一つの基地だったというお話も古い歴史書には出てまいり

ます。そういったことを取り上げて、今後開発をしていくのに一番適したところではないか

というふうに考えておったところでございます。

また、これは議員も御承知のとおり、湾内には三島神社ですとか、三島公園、それから玄

海海上温泉パレアのほかに、竹の子島、玉子島、藤島などの島々が点在をし、リアス式海岸

の美しい景観を形成した玄海国定公園の一部になっておりますことからも、実は、先ほど町

史の中で出てきましたように、仮屋湾八景と言われるゆえんだというふうに思っております。

議員さんからは、以前、三島公園の整備計画についての御質問があっておりますが、今回は、

三島公園、それからパレア、それから神社、天狗岳を入れた観光開発を行っていくというこ

とを、少し検討をさせていただきたいなというふうに考えております。仮屋地域のほかにも、

歴史的な建造物ですとか、自然景観を含めた観光資源が存在をしているものというふうに

思っておりますので、担当課におきまして、その状況を把握し、まず調査をさせていただき

たいというふうに思っているところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

仮屋地区の観光開発について、ただいま仮屋地区には歴史的な文化があるということで紹
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介を受けました。また、伊能忠敬本人が仮屋地区、この辺の地区に来て作成したと。また、

伊能忠敬が仮屋に泊まったという、何とかという名前も私は記憶があるんですけれども、そ

の辺のところはよく調べて、調査をされて確実性がとれたならば、こういうのも一つの歴史、

文化にはっきりとうたっていただければいいんじゃなかろうかと思っております。

また、仮屋湾は八景、今後はこういうことを踏まえて調査をしていくという御答弁をいた

だきました。また、仮屋地区には、ただいま町長のほうから答弁がございましたように、三

島公園、海上温泉パレア、三島神社、天狗岳、そして風光明媚な仮屋湾、これらを利用して

観光客誘致につなげるのではないでしょうか。例えば、遊魚船を利用して仮屋湾クルージン

グバーベキュー船を仕立てまして、湾内を二、三時間遊覧して、そのまま海上温泉パレアに

下船してもらい、温泉で入浴していただくコース、いろいろな取り組み、開発ができるので

はないでしょうか。こういう湾内コースを使った観光事業についてお尋ねをいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

仮屋湾で遊魚船を利用したクルージングといいますか、そういったものを観光開発できな

いかというお尋ねでございますが、これは私も記憶をいたしておりますけれども、以前にも

花火大会に合わせてクルージングをやろうという計画があったのも事実でありますし、それ

から、この風光明媚という、今、議員さんから御指摘をいただいた仮屋湾の自然の景観、こ

れをいろんな方に見ていただくという一つの手だてとしては、このクルージングは本当に最

適ではないかというふうに我々も思っておりますけれども、これは、先ほど私が申し上げま

したように、同様の事業も計画した経緯もございますことから、地域の方々、仮屋地区の

方々も含め、それから関係漁協への協議をさせていただきたいなというふうに今のところ考

えているところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

ただいま仮屋湾を利用したお尋ねをいたしました。花火大会の折、クルージングの話し合

いもしたということだったんですけれども、今後は、各関係団体の皆様方と相談しながら検

討したいということなんですけれども、実は、仮屋漁協には遊魚船、また外津地区も遊魚船
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がたくさんおりますけれども、年間を通じて、やっぱり遠い壱岐付近とか二神と、２時間、

３時間かけて皆さんはその辺にお客さんを連れていきますけれども、近頃、船長さんたちの

釣り情報を聞きますと、自分たちが持っている数十年来の固定客の皆さん方は、それぞれ高

齢化で予約が減ってしまっておると。その予約日が悪天候のときには、出港できない日が年

間結構あるんだと聞いております。先ほどの仮屋湾のクルージングは、天候には左右されず

に予約を受け付けることができる、仮屋湾内での観光事業ではないでしょうか。こういうい

つでも予約できて湾内の観光クルージング、ひとつ関係者とよく協議しながら、ぜひ検討を

していただきたいなと思っております。

次に、天狗岳観光開発についてお尋ねをいたします。

現在、経塚高岩線が天狗岳の中腹までできておりますけれども、その延長工事を大薗地域

の204号線まで延長して、その途中に公園の設置、夕日が見える丘公園を設置していただけ

ますならば、エネルギーパーク「あすぴあ」、薬用植物栽培研究所、浜野浦棚田、夕日が見

える丘公園、海上温泉パレアと、回遊コースができるのではないでしょうか。その辺をお尋

ねいたします。

（午前９時23分 ５番脇山伸太郎君 復席）

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

天狗岳観光開発についてのお尋ねにお答えしたいと思います。

天狗岳観光開発につきましては、平成20年、それから平成24年の定例議会一般質問の中で

脇山伸太郎議員からも、天狗岳を含んだ観光開発についてという質問をお受けいたしており

ます。そのときの答弁と幾らか重複すると思いますが、御容赦をいただきたいと思います。

実は、その時点では、天狗岳開発はやるつもりはないという御答弁をいたしておりました

が、世評は、世の中がやっぱり変化をしてまいっておりますので、今、友田議員さんに御指

摘をいただきましたように、もう一度検討をさせていただきたいと考えております。

また、町道経塚高岩線改良工事後の天狗岳観光開発計画はどうしたらいいのかということ

についても、これも先ほど、少し述べさせていただきましたけれども、まず、詳細な調査を

させていただきたいと、現時点では思っているところでございます。確かに、議員御指摘を

いただいたように、天狗岳から浜野浦棚田に至る海岸線の景色というか、景観は、本当にす
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ばらしいものがございます。そういったものも含めて、あわせてぜひ調査をさせていただき

たいと考えているところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

天狗岳開発については、今後調査をさせていただきたいという答弁をいただきましたけれ

ども、浜野浦棚田は、写真コンテスト作品の入選は５月の田植え前後、そして、玄界灘に沈

む夕日の棚田をテーマにした作品が選ばれる格好の場所となっております。棚田から眺める

夕日は、御承知のように、ある期間しか臨めることができませんけれども、しかし、天狗岳

からは年間を通じて、玄界灘の雄大な景色と夕日が楽しめるのではないでしょうか。

実は、町長も御存じのように、横浜に港が見える丘公園と、山下公園の付近にあります。

あそこは、山下公園に続き、港が見える丘公園は、－聴取不能－見物客で賑わっておりますけ

れども、やはり九州じゃまだ、夕日が見える丘公園という地名がついた公園はないと思って

おります。ぜひ、こういうすばらしい玄界灘を臨める、そういう公園の設置をお願いしたい

なと思っております。

それでは次に、調査をしたいということだったんですけれども、仮屋地区観光開発、天狗

岳開発について質問をさせていただきました。また、先ほどは町内の観光客数の平成23年度

で38万9,300人の方が玄海町にお見えになっておりますということだったんですけれども、

今後も、玄海町へ観光客をふやす施策は、町民皆様方に大きなインパクトを与えるのではな

かろうかと思っております。実は、先ほども答弁の中にありました、脇山伸太郎議員が、平

成20年、平成22年に、天狗岳周辺開発について同じ質問をされております。24年の町長の答

弁は、天狗岳開発について、今後、玄海町の一つの新しい産業を興すということを踏まえた

上で、天狗岳開発について再考するということは、私どもやぶさかではないというふうに考

えておりますと、採用についてぜひ検討してまいりたいと答弁がありました。ひとつ、新し

い産業を興す、観光客をふやすために、仮屋地区観光開発及び天狗岳開発に調査費を設置し

ていただきたいのです。お尋ねをいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）
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観光資源開発に調査費をというお尋ねにお答えしたいと思います。

観光資源開発に調査費ということなので、平成26年度──最初の質問でお答えをしました

けれども、平成26年度において、原子力発電施設広聴広報等事業の中で、地域の自慢づくり

プロジェクトを町内で展開してまいっております。この事業は、原子力立地地域の地域資源

の活用と、ブランド力の強化を図る、産品、サービスの開発、販路拡大、ＰＲ活動などの地

域の取り組み支援を行って、立地地域への集客向上、それから雇用の確保、新たな産業の創

出などにつなげることを目的といたしております。平成27年度におきましても、本事業が行

われることになっております。その中に、マーケットへの情報発進と有客促進という項目も

ありますことから、観光開発についても、本事業に提案してまいりたいと思っているところ

でございます。

今後、観光資源開発におきましては、値賀崎周辺を含みます町内全域を調査をいたしまし

て取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

天狗岳開発に調査費を設置していただけないかという質問に対しまして、ただいま、町内

全域について調査費をやるということだったんですけれども、このことについては、次の質

問の中でさせていただきたいと思います。

次に、地方創生の支援と施策について質問させていただきます。

２月６日に開催されました、唐津上場商工会が主催する経済懇談会において、古賀会長の

挨拶で、最後の言葉が、会員の皆様方、きょうはひとつもうかって帰ってくださいという挨

拶がございました。私は、何のことだろうかと、余り意味がわかりませんでしたけれども、

講演を聞きながら、その意味がわかってきました。「九州を元気に、日本を元気に！」とい

う演題で、九州経済産業局の部長の講演がありました。地方創生の３つの視点と４つの目標

を踏まえながら、魅力あふれる地方の活力を取り戻すことを国は目指しております。

昨年11月には、地方創生関連２法案が成立いたしまして、12月には、経済対策、地方創生

交付金4,200億円が決定されました。我が玄海町は、地方創生交付金をどのように活用され

ていくのか、お尋ねをいたします。

○議長（上田利治君）
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岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

地方創生を活用した計画についてのお尋ねにお答えをしたいと思います。

地方におきましては、人口の減少と若者の大都市圏への人口流出は全国各地で実は進行を

いたしております。一方、大都市圏におきましては、過度の人口集中に伴って、医療、介護

施設の不足や待機児童の急増などの弊害が生じております。このような現状を是正すること

を目的として、平成26年12月に、まち・ひと・しごと創生法が閣議決定されております。地

方の住みよい環境及び地域社会を担う、個性豊かで多様な人材の確保、また、地域における

魅力ある就業機会を創出することなど、地方の活性化を図る取り組みが急務とされていると

ころでございます。まち・ひと・仕事創生につきましては、国と地方とが一体となって、中

長期的な視点に立って取り組むようにされておりまして、このため、地方公共団体におきま

しては、地方における人口の現状と将来の展望を提示する地方人口ビジョンを策定し、これ

を踏まえて、今後５カ年間の目標や施策の基本方向、具体的な施策をまとめた地方版総合戦

略を平成27年度中に策定するように求められているところでございます。この地方版総合戦

略の早期作成と、それに伴う事業への早期着手を支援することを目的といたしまして、地域

活性化地域住民生活等緊急支援交付金が交付されることとなっております。この交付金では、

プレミアム付き商品券など、地域における消費喚起や、これに直接効果を有する生活支援に

関する事業の実施を支援することを目的といたしまして、地域消費喚起・生活支援型交付金

と、地方版総合戦略の策定やこれに付随する事業の支援を目的といたしました地方創生先行

型交付金の２つの種類がございます。どちらの交付金につきましても、ことしの３月議会の

補正予算に計上することを前提といたしまして交付額の査定が行われることになって、予算

成立後に交付されることになっております。

本町におきましては、地域消費喚起・生活支援型交付金の事業といたしましてはプレミア

ム付き商品券の発行、それから、地方創生先行型交付金の事業といたしましては地方版総合

戦略の策定に係る費用、それから出生祝い金事業、それから合宿等誘致補助事業の４事業を

３月の補正予算に計上をさせていただいているところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）
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ただいま地方創生交付金がどのように活用されていくのかと、町長のほうから答弁がござ

いました。この担当大臣、石破担当大臣は、こういうことを言っております。霞が関の人た

ちは、地方のことは何も知らない、わからない。一番知っている人は、そこで生活をしてい

る住民であって、行政を管理する自治体でありますと。地方自治体は、農業、漁業、観光業、

サービス産業のポテンシャルを伸ばしていくからだ。それぞれの市町村で考えてくださいと、

自治体側が自主的に計画をつくり、国はそれを支援する。やる気のない自治体には支援しな

いと述べております。町としても、ひとつ多様な支援と施策の計画を立てていただき、人材

支援制度、コンシェルジュ制度、ふるさと名物支援制度等々、町として地方施策について、

今後どのような計画を立てておられるのかを、お尋ねいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今後の支援施策についてお尋ねがございましたので、御答弁を申し上げておきたいと思い

ます。

先ほど、地方創生について答弁申し上げたところでございますが、地方版総合戦略の策定

を初めとした地方創生にかかわる取り組みにつきましては地方公共団体が行うものでありま

すので、国は積極的に事業の支援を行うようにされております。その支援策の一つとして、

地方創生人材支援制度があり、この内容につきましては、地方創生に積極的に取り組む市町

村に対し、意欲と能力のある国家公務員や大学研究者、それから、民間人材を首長の補佐役

として派遣をし、地域を支援するものでございます。

次に、地方創生コンシェルジュ制度というものがございますが、地方公共団体が地方版総

合戦略の策定を含め、地方創生の取り組みを行うに当たって、国が積極的に相談支援を行う

制度でございます。この制度活用につきましては、平成27年度に地方版総合戦略を策定する

に当たって検討していきたいと考えております。

また、ふるさと名物応援制度につきましては、地域資源の魅力を生かしたふるさと名物を

てこに地域活性化を実現するため、商品開発や販路開拓に取り組む事業者に対する支援と、

それから、ふるさと名物の消費喚起を進めるものとがございます。これは、双方の相乗効果

を発揮させて地方創生を強力に後押しするもので、消費喚起のための商品券や旅行券等を発

行することに地方創生交付金を活用することができますので、検討をしていきたいと考えて
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おります。

平成27年度に策定をいたします玄海町の地方版総合戦略には、これらの支援策の活用を戦

略会議の中で協議をし、施策に盛り込んでいきたいと考えております。ただ、私の心に少し

ひっかかっているのは、実はこの交付金の配分は、県が４、市町村が６という、これは５・

５でよかったんではないかなという気持ちを持っていることをつけ加えておきたいというふ

うに思います。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

ただいま地方創生で今後の玄海町の計画についてお話をいただきました。人材支援制度、

コンシェルジュ制度、ふるさと名物応援制度と、特に３番目のふるさと名物応援制度という

のは、私は、町内の皆様と行政、ふるさと応援寄附金、そのお返しの品物の商品開発につい

ては非常に役に立つのじゃなかろうかと思っております。ぜひ利用していただいて、どんど

んいい特産品の開発をやっていただきたいなと思っております。

また、地方創生で何を目指すのかと、安倍政権は大きく３つのポイントを示しております。

１、若い世代の就労、結婚、子育ての希望の実現。２、東京一極集中の歯どめ。３、地域の

特性に則した地域課題の解決、重要な件は、地方がみずから考え行動していく、変化を起こ

していくことだ。国も、予算や人材、あらゆる方策を使って応援すると安倍政権は発言して

おります。実は、先ほど申しました２月６日の経済懇談会の講演に出席されました九州経済

産業局係長のお名前は、今もはっきりと忘れられません。名前の字も読み方も一緒です仮屋

英治係長さんで、懇親会のときに、地方創生についていろいろ話をさせていただきました。

その中で、先ほど仮屋地域開発の調査費、そのほか、自治体がやろうとする事業は、何もか

も該当するのではないでしょうかと、ともかく相談に来てくださいと話をされておりました。

既に担当課は相談、打ち合わせなどに行かれておられるかとは思いますけれども、ともかく

地方創生の施策事業に注力をしていただきたいなと思っております。

また、２月６日、ほとんど課長さんたちはこれをいただいて、大事にしまってあるんじゃ

なかろうかと思っておりますけれども、執行部だけじゃなか、上層部の課長さんたちもこれ

を熟読しまして、地方創生について、ぜひ町の活力のために活用していただきたいと思って

おります。
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次に、少子化対策について質問させていただきます。

続けまして、二、三、統計的な数字をお尋ねいたします。

まず、平成25年、26年の人口、出生者数、死亡者数をお尋ねいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

平成25年及び平成26年の人口、それから出生者数、死亡者数のお尋ねにお答えをしたいと

思います。

平成26年１月１日現在の人口は、男性3,166人、女性3,094人、合計6,260人となっており

ます。この間、平成25年１月１日から12月31日までの出生者数は、男性23人、女性21人、合

計44人となっております。この間の死亡者数は、男性41人、女性49人、合計90人の方がお亡

くなりになっております。

それから、平成27年１月１日現在の人口は、男性が3,100人、女性が3,037人、合計6,137

人でございます。この間の平成26年１月１日から12月31日までの出生者数は、男性28人、女

性26人、合計54人となっております。この間の死亡者数は、男性46人、女性34人、合計80人

の方がお亡くなりになっておられます。

平成25年及び平成26年の人口、出生者数及び死亡者数は、以上のとおりでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

続きまして、近年の町内の出生率及び出生者数、出生順位ですか、第１子、第２子、第３

子、第４子、第５子とわかれば、お尋ねをいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

町内の近年の出生率と出生数についてお答えをしたいと思います。

出生率のデータといたしましては、統計をとられている最新の率といたしまして、玄海町

では平成20年から平成24年での1.89人、これは佐賀県では1.61人となっております。

それから、玄海町の出生者のうち、平成24年では、53人の方がお生まれになり、その内訳
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といたしましては、第１子が18人、第２子が19人、第３子が12人、第４子が４人となってお

ります。

平成25年では、44名のうち、第１子が16人、第２子が14人、第３子が11人、第４子が２人、

第５子が１人となっております。

平成26年では、54名のうち、第１子が19人、第２子が19人、第３子が13人、第４子が３人

となっておるところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

続いて、近年の婚姻件数をお尋ねいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

近年の婚姻件数のお尋ねにお答えしたいと思います。

玄海町において受け付けをした婚姻届の件数につきましては、平成24年で36組、72名の方

が婚姻届を提出されております。平成25年では24組48名の方が、それから、平成26年で15組

30人の方が婚姻届を提出されております。内訳としましては、平成24年は、住民登録のある

方55人、うち婚姻後転出した人たちが28人、婚姻後転入した人が17人となっております。

平成25年は、住民登録のある人が55人、うち婚姻後転出した人19人、婚姻後転入した人12

人となっております。

平成26年は、不思議なことにこれも、住民登録のある方が55人、うち婚姻後転出した人32

人、婚姻後転入した人７人ということになってございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

近年中の婚姻件数をお尋ねしまして、24年が36組、25年が24組、26年が15組、そのうちに、

やはり転出がかなり多い、また転入者も多いということがわかりました。

先ほど、地方創生の活用計画の中で、出生祝い金制度を今度予算に上げていますというこ

とが先ほど町長のほうから答弁がございました。我が玄海町の近年の人口動向を見ましても、
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今、数字的にいろいろ答弁をいただきましたけれども、出生者よりも高齢者の死亡者が多く

て、毎年毎年自然減少で、人口がどんどん減っているのが現状じゃなかろうかと思っており

ます。本年度、国勢調査が行われる我が町の人口は、恐らく6,000人を切ることは確実では

ないでしょうか。出生順位を見ていますと、第１子、第２子までは出生者の比率は高いので

すが、第３子以降はどんどん下がっているのがわかります。子供数をふやされない理由に、

子育てや教育にお金がかかるからが一番の理由だと聞いております。そこで、さっきの出生

祝い金の件なんですけれども、第１子、第２子からではなく、第３子から金額をどんどん上

げれば、人口減少に歯どめの効果があるのではないでしょうか、ひとつお尋ねをいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

出生お祝い金制度の支援のお尋ねに対して御答弁を申し上げたいと思います。

これまでの御質問で、出生率、出生数について御答弁を申し上げてきましたけれども、友

田議員御質問の出生祝い金制度は、玄海町出生祝い金として平成27年度から実施することと

いたしておりまして、今３月定例議会に予算計上をさせていただいているところでございま

す。

この事業につきましては、平成27年４月１日以降に生まれた新生児の出生を祝福し祝い金

を贈ることとしております。この出生祝い金は、玄海町の次代を担う子供たちの健やかな成

長と福祉の増進を図り、また、産み育てやすい環境を整えるために、国の事業であります地

方創生人口減少克服に向けた対策の一つでもございます。この祝い金の受給資格者は、新生

児の保護者としておりまして、保護者の定義につきましては、支給対象児の両親、もしくは

養育者としております。

次に、需給資格についてでありますが、１つ目に、住民基本台帳に記録されている保護者

で、町内に居住をし、引き続き町内に住所を有する意思のある保護者の方。２つ目に、保護

者は支給対象児の出生の日において、町内に住所を有する期間が連続して１年以上を経過し

ていること、この２つに該当しておかなければ申請ができないこととなっております。

次に、お祝い金の額についてでございますが、新たに出生した新生児の順位によって、第

１子100千円、第２子150千円、第３子200千円、第４子以降は500千円といたしております。

また、玄海町の次代を担う子供たちの健やかな成長と福祉の増進を目的とした事業といた
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しまして、保育料の軽減措置も行っております。本町の保育料は、国の基準額と比較をいた

しますと、約６割程度となっております。子供たちは地域社会を担う宝でありますから、玄

海町で子供を産み育てていただいて、子供たちの健やかな成長を願っていきたいというふう

に考えているところでございます。

○議長（上田利治君）

友田国弘君。

○６番（友田国弘君）

ただいま出生祝い金の金額の答弁をいただきました。

第１子が100千円、第２子が150千円、第３子が200千円、第４子が500千円となっておると

いうことだったんですけれども、今、玄海町はいろいろなそういう支援をなされております。

今、保育料の軽減とか定住政策、また、子供たちの医療費については、中学生までの無料、

そういうふうに、ほかでもいろいろそういう支援をなさっておりますけれども、実は今、出

生率の順位を見ますと、24年度が第１子18名、第２子19名、第３子が12名、第４子が４名と。

25年度が、44名の誕生の中で、第１子が16名、第２子が14名、第３子が11名、第４子が２名

と。それと、26年度が54名で、第１子が19名、第２子が19名、第３子が13名、第４子が３名、

やはり３子、４子になれば、非常に少なくなっているのがこの数字でわかります。実は、佐

賀県の統計を探しまして、平成23年度の出生数、出生順位の実績なんですけれども、7,613

名の出生数で、第１子が3,187名、パーセントにしますと42％、第２子が2,639名で35％、第

３子が1,395名、ぐっと減りまして18％、第４子が296名、たったの４％となっております。

第１子、第２子で約77％を占めておる状況で、第３子からの出生数は、ほかの自治体でも同

じような結果が出ております。ひとつ我が町も、私、先ほど要望いたしました第３子から金

額をふやされて、そうすることによって少し人口減少の歯どめに効くんじゃなかろうかと

思っております。ひとつその辺のところも含めまして、たくさん出産できるような施策を要

望いたします。

３月１日の佐賀新聞に、全国の知事、市町村にアンケート調査で、自治体が人口減少を食

いとめるための国の取り組みとして、地方財源の拡充を最も強く要望していることが紹介さ

れておりました。自治体消滅への危機感を強く抱いている自治体は、対策はしておるけれど

も、人口流出がとまらない。我が玄海町も、人口の減少に歯どめをかけねばなりません。地

方創生の４つ目の目標の一つに、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえると目標に
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上げております。実は、４月から海上温泉パレアの指定管理者になられる有限会社ログポー

トさんは、結婚事業もされている会社で、町長もここのホテルで玄海町主催の婚活イベント

に参加していただきました。ぜひともログポートさんにパレアで婚活イベントを実施してい

ただくように要望をいたしまして、一般質問を終わります。

○議長（上田利治君）

以上で友田国弘君の一般質問を終わります。

暫時休憩いたします。

午前10時２分 休憩

午前10時20分 再開

○議長（上田利治君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。11番藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

日本共産党の藤浦晧でございます。毎回のようですけれども、また、今回も原発問題を取

り上げてみたいと思います。原発問題は住民の命にかかわる問題ですので、繰り返し納得の

いくまで続けていきます。

原発事故における実効性のある避難計画についてということで質問をしていきます。

原発の再稼働は避難計画など不備のまま再稼働ありきで進められています。例えば、鹿児

島県薩摩川内原発の再稼働については、知事や地元市長が同意しても、住民の中からは避難

計画も整備されていない、高レベル廃棄物の処分場も決まっていない、事故時に放射能の危

険性が及ぶ30キロ圏内の自治体の了解も得られていないのに、強引に進められているという

のが現実です。福島原発事故の教訓が生かされているとは到底言えません。

原子力規制委員会の田中委員長は、新基準に適合したからといって安全とは言えない。ま

た、原子力委員会の岡委員長は、原子力利用の課題を示す基本的な考え方の策定に向け、東

京電力福島第一原発事故で政府の事故調査委員会の委員長を務められた畑村洋太郎東大名誉

教授と意見交換された中で、畑村氏は原子力を扱う限り、今後も事故は必ず起きると認識す

べきだと訴えられ、努力しても人間が考えつかない領域で原発事故が起きる可能性は残ると

宣言すべきだと強調し、また、原発再稼働のあり方にも触れ、規制当局が安全性を確認し、

オーケーならば安全だとする国の論理は破綻している、世の中が求める絶対的に安全はあり



- 61 -

得ないと批判されています。このような専門家の方が、規制当局がオーケーならば安全とす

る国の論理は破綻しているとまで言われている。私は再稼働は絶対許すべきではないという

ことを強調しておきたいと思います。

避難計画についてでありますが、残念ながら、いまだに実効性のある避難計画にはなって

いません。2011年３月11日の福島第一原発事故の教訓を真摯に受けとめ、玄海町の緊急時避

難計画にしっかりと生かされるべきであります。

まず、緊急避難に当たっては風向きなどの気象状況を正確に判断し、避難経路についての

指示は極めて重要なポイントであります。事故時において原発から風下に避難することは自

殺行為に等しいものです。放射能被害を避けるためにも、個別具体的な事故の想定をしてお

くべきだと思いますが、その点についてどういう御見解なのか。

また、その上に立って事故時に避難弱者をどう要領よく避難させるか。

特養入所者は100名、職員80名、安全に屋内退避するため、放射性物質をフィルターで取

り除き、建物の上に張りめぐらせたダクトで空気を循環させるためにフィルターユニットを

稼働させます。そのため停電を想定して非常用発電が設置してあり、スイッチを入れること

でフィルターユニットが動きます。この発電機72時間、約３日間ですね、これが限度です。

予備があるか、故障の場合どうするのか、また、真夏には全てのドアが密閉されるので、屋

内の温度はどのくらい上昇するのかの問題があります。

まず、これらの対応についてお伺いをいたします。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

藤浦議員の避難の場合における風向きというか、気象条件の対応についてというお尋ね、

それから、避難困難な弱者にどう対応するかというお尋ね、それから、避難手段の確保等が

ちゃんと屋内退避でできるのかという、今、お尋ねは３つ一遍にしていただきました。続け

てお答えをさせていただきたいと思います。

原子力災害時の住民避難については、原子力災害対策指針において、ＰＡＺ──５キロ圏

内ですけれども、基本的には放射性物質の大量放出前の原子力緊急事態宣言が発出された段

階で予防的に実施すること。それから、ＵＰＺ──これは30キロ圏内ですが、原子力緊急事

態宣言が発出される段階で、まずは屋内退避を実施した後、緊急時モニタリングの結果を踏
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まえ、毎時500マイクロシーベルトを超える地域は１日以内に、毎時20マイクロシーベルト

を超える地域は１週間程度内に避難することとされております。

ＰＡＺの住民の予防的な避難については、基本的には放射性物質の大量放出前の早急な避

難を想定しており、短い時間の中での避難経路、避難場所を変更するということは十分に周

知ができませんので、混乱を招いて、かえって時間を要するおそれがあることから、気象条

件による避難経路、避難場所の変更は適当ではないと考えております。

一方、ＵＰＺ内などにおける緊急時モニタリングの結果を踏まえた避難については、放射

性物質の大量放出後の避難となることが想定されておりまして、また、基本的には一定の時

間的な余裕があると想定がされるため、避難経路、避難場所についても安全性を確かめる必

要があると考えております。

避難経路については通過は短時間であり、車という一定程度遮断をされた手段による避難

を原則としていること、それから、避難経路全体を十分にモニタリングすることが可能であ

るか不透明なこと、それから、通行可能な道路を可能な限り使うことによって避難を円滑に

進める必要があることから、困難を最小限に抑え、避難をスムーズに進めるため、基本的に

は避難計画に沿った避難経路を通って避難していただくことが適当であるというふうに考え

ております。

しかしながら、通過するだけで健康に影響が及ぶほどの高線量が確認されている場合など

は柔軟に避難経路を設定することも検討したいと考えております。

また、避難先についてはモニタリングを行い、これが避難すべき放射線量に達している場

合には、さらに２次的な避難所へと誘導する必要があると考えているところでございます。

それから、弱者対策でありますが、住民避難に当たっては、原則、自家用車を利用するも

のとして自家用車による避難が困難な住民の方については、近所の方との乗り合いによる自

家用避難を行うか、集合場所に参集をしていただいて町などの保有する車両で避難を行って

もらうことを考えております。これらの手段において避難手段が不足する場合には、県が町

からの依頼に基づいてバス・タクシー協会、自衛隊等に要請をし、手配をした車両にて避難

をしていただくことを考えております。

また、高齢の独居老人などの避難行動要支援者については、町で策定をいたしました避難

行動要支援者の個人計画に基づいて、近隣の支援者、自治会、自主防災組織などの支援を受

けて避難をすることになると考えております。
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それから、避難手段の確保でありますが、先ほども答弁申し上げましたように、住民避難

に当たっては、原則、自家用車を利用するものとして、自家用車による避難が困難な住民の

方については、近所の方との乗り合いによる自家用避難を行うか、集合場所に参集をいただ

いて町などの保有する車両で避難を行ってもらうことを考えております。町内にある自家用

車の保有台数は4,600台程度ありまして、これらの車両により避難を行っていただくものと

いうふうに考えております。

これらの手段においても避難手段が不足する場合には、先ほど申し上げましたように、県

が町からの依頼に基づいて、バス・タクシー協会、自衛隊に要請をし、手配した車両にて避

難をしていただくことを考えております。

また、特別養護老人ホーム玄海園では、万々が一の原子力災害時に備えて、昨年度、放射

線防護対策工事を実施しております。原子力災害対策指針の中でＰＡＺ内においては原子炉

を冷却する全ての機能の喪失などの減災法第15条に当たる全面緊急事態の段階で住民避難を

行うこととなっておりますけれども、施設入所者等の避難行動要支援者の方については、よ

り安全に避難ができるように、原子炉冷却剤の漏えいや30分以上の全交流電源喪失などの減

災法第10条に当たる施設敷地緊急事態の段階で避難を行うということになっております。

特別養護老人ホーム玄海園の入所者の方におかれても、基本的には施設敷地緊急事態の段

階で避難を行っていただくことになりますけれども、寝たきりの入所者の方々で早期の避難

が困難な方については一時的に屋内避難を行い、安全に避難できる体制が確保できてから速

やかに避難をしていただくことを考えておるところでございます。

以上でございます。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

特養の支援を要する人たちの避難問題ですね。これについては避難というよりも、まず、

夏場の高温のときにその辺の対策、どうやってそれを避けるのか。それから、発電機など、

また、それを動かす燃料など、発電機が動かなければ、いろんな面に影響していくと思うん

ですけれども、そうしたものが故障をした場合の対策、事前にそういう準備があるのかとい

うことですね。それをまず聞きたいと思います。

○議長（上田利治君）
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岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

済みません。今、その部分が漏れておりましたので、お答えをさせていただきたいと思い

ます。

屋内退避は放射線被曝及び放射線物質の吸入を低減するために家屋内に待避することであ

りまして、その効果を高めるためにはドアや窓を閉めたり、換気扇をとめたりなど、外気が

中に入ってこないようにすることが実は重要でございまして、今、御指摘をいただいた夏で

あっても家屋の機密性を高める必要がございます。それぞれの家庭の事情によって、例えば、

扇風機によって温度調整をする、もしくは保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却、

それから、通気性のいい吸湿、速乾の衣服の着用、それから、こまめな水分補給などの対応

が行われるものと考えております。

なお、特別養護老人ホーム玄海園においてはエアコンが室内循環式のために、商用電源が

確保されればエアコンの使用は可能となってまいります。もし商用電源が共有できずにエア

コンが使用できないということになりましたら、扇風機や冷風機等を調達し、放射線防護対

策工事で整備をいたしております非常用電源装置による電源供給によって温度調整を図るこ

とというふうにしております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

そういう温度調整における非常用電源ですね。そういうやつを事前にちゃんと据えておく

ような、そういう計画ですか。現実にはまだ変更される余地もあろうし、考えている段階で

すよね。いつこれはもう事故が起こるかわからないということを想定し、そしてまた、最悪

の事態、事故が起きれば、いつも最悪の事態で計画をしておく、そういうふうに考えており

ますだけでは済まなくなってくるんですよね。現実にそれを進めていく。

それから、さっき言いました風向きの関係、これも初めから想定した計画をつくっておく

べきだと思うんですけれども、その点についてはどうでしょうか。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）
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先ほど答弁をさせていただきましたけれども、放射線防護対策工事で整備をした非常用電

源装置はもう既についておりますので、その点については御理解をいただきたいと思います。

また、現在、玄海園では一時待避というのは十分に可能だというふうに考えております。

それは玄海園には非常用電源の燃料が約45時間分、それから、食料品、医薬品が３日分の備

蓄がございます。支援物資の補給があれば、基本的には何日でも滞在が可能であるというふ

うに考えております。支援物資については玄海町災害対策本部から佐賀県災害対策本部へ支

援要請を行うこととなります。昨年の原子力防災訓練では、県からの支援要請を受けた自衛

隊による玄海園の救援物資等の搬送訓練が行われております。東日本大震災時には自衛隊は

１日以内に福島へ到着をし、活動が行われ、支援物資の速やかな搬入は可能であるというふ

うに考えております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

避難に当たっての避難車両ですね、自家用を原則としている。ただし、それに不足が生じ

た場合は町のほうで手当てをするということですね。その中で、タクシー、あるいはバス会

社、こういうところとの協定というのはちゃんとできているんでしょうか。１つはその辺を

しっかり確認して、そのことを計画の上に乗せるべきじゃないかと思うんですけれども、そ

の辺が一つ気がかりなところであります。

それから、もう１点ですね。もう１点は、玄海園の責任者の方が３日以上たってもここか

ら避難できないこともあり得ると思うので、追加物資の支援をきちんとしてほしいというこ

とを言われております。また、避難計画全体に避難対象人数などの数値がなく、具体化はま

だこれからですということ。

それから、玄海町は住民の避難は自家用車を基本とし、それが困難な住民は町や県の手配

した車で移動するとしています。これはさっき質問したことなんですよね。

これらのことについてはっきりとしたものができているのかどうか。それから、特養の中

でのそういう追加物資の問題ですね。その点をどういうふうにされているのか、お尋ねしま

す。

○議長（上田利治君）

岸本町長。
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○町長（岸本英雄君）

先ほど藤浦議員御指摘をいただいた、例えば、バスとかタクシーの民間業者の方との提携

というよりも、先ほど答弁しましたように、県のバス・タクシー協会を通じて必要な台数を

確保して、不足する場合には隣県のバス協会にも協力を依頼するという準備がされておりま

す。これは県とのやりとりの中でそのようなやりとりをさせていただいておりますので、そ

の点については十分な対応ができるのではないかと思っております。ただし、議員御指摘を

いただいたように、そこで協定とか契約を無視しているわけではございません。それは今後

また検討していく材料となっていくだろうというふうには思いますけれども、現実には県が

タクシー協会、バス協会と取り合わせをやっておりますので、私どもは県にそれを依頼する

という形になるのではないかと考えております。

それから、それ以外についても避難車両は玄海町では4,600台の保有台数でありますので、

これを超えて、例えば、車の必要性が出てきた場合には、これも先ほど答弁しましたように、

バス・タクシー協会もそうですが、自衛隊ともそういう連絡は取り合わせるようにしており

ますので、その点については自衛隊の佐賀県連絡本部としっかりと取り合わせをして、そこ

ら辺も正確な協定を結んでいるわけではございませんけれども、今後は煮詰めというよりか、

県との連絡の中ではそれは可能になっておりますので、そのような作業をさせていただきた

いと思っております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

テレビなどでもちょっと報道されていたんですけれども、バス、その他タクシーなど事故

のときに果たして間に合うようなことになるのか。バス会社もそれなりに営業しております。

車は走っておるんですね。その余った車というのがどの程度保証されるのか。事故というの

は何月何日に起きますよというわけにいかないわけですね。いつ起こるかわからない。その

瞬時の出来事の中でどう対応するかということが大問題なんですね。その辺の契約はしてい

ないということなんですけれども、これくらい頼りないところはないわけなんですよ。いざ

避難するときに、事故のときになって、さあ、お願いしますよといって果たして間に合うの

かということです。かなり難しい問題なんですけれども。

それから、一番初めに申しました風向きの問題。これは風下に逃げるのは自殺行為だと私
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は思うんですよね。その辺のところを、私はもう小城一点では大変なことになるぞというこ

とを今まで言ってきたつもりなんです。その辺の避難場所の複数の確保、これはもうちゃん

とすべきだと思うんですよ。前にも申しましたけれども、北海道の泊原発に視察に行ったと

きに、避難場所は複数予定しておりますということを言われました。それくらい事前の準備

が必要ではないか。その点について、また再度お伺いしたいんですけれども、まだその後、

研究されていないのかどうかですね。研究すると言われましたので、どうなっているのか、

お伺いしたいと思います。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

避難先については前回も藤浦議員さんからお尋ねをいただいておりました。現時点では避

難先については小城市１カ所ということになっておりますけれども、避難先についてモニタ

リングを行って、これが避難すべき放射線量に達している場合には、さらに、先ほどちょっ

と申し上げましたけれども、２次的な避難所へと誘導する必要があるというふうに考えてお

ります。これはただし、県と調整を行って別の避難場所に避難していただくことを考えてい

かなければいけないと思っております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

そういうふうに言われると、原発の事故は起きないというところが前提に考えられている

と言っても言い過ぎでないような感じがするんですよね。事故はいつ起こるかわからない、

そして、起きたときにモニタリング調査によって限度を超える放射線が測定されれば、その

ときに県と相談するということをおっしゃるわけなんですけれどもね。その時点になって、

じゃ、どこが受け入れてくれるようになるんでしょうか。いろんな生活資材、衛生的な管理

の面、さまざまあると思うんですよ。そういうものを事前に準備するために避難先との契約

はちゃんとしておくべきと思うんですよね。小城もそういうことで考えながらやってあると

思うんです。全くその時点になって効果を発しないような避難計画では住民の命は守れない

と言っても過言ではないと思うんです。

それをいつまでにするのかぐらいはちゃんとすべきだと思うんですね。そういう形で逃げ
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ても、結局、結果的にそういう深刻な過酷事故が起きた場合にはどうにもならないというこ

とになりはしないですか。その点の認識と見解を伺います。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

非常にちょっと表現の仕方が悪いかもしれませんが、御理解をいただきたいと思いますが、

放射線量の基準を超えて避難が必要な地域は、一定の方向にやっぱり今おっしゃっていただ

いたように風向きの関係で限られてくるんだというふうに考えられます。計画上、避難先と

されていても使用しない施設というのは避難先として活用が可能になってくるんではないか

というふうに思いますし、それ以外でも県は、例えば、私どもが県外の地域の皆さんにこう

いう形ですよという相談をするスタンスをとるよりも、県がそういう形のスタンスをとって

準備をしていただくことを今後取り合わせをしていくほうが私は妥当性が高いというふうに

考えております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

全く妥当性がないですね。私たちが玄海町が避難場所を小城にしておりますけれども、全

く逆の方向に風が吹いた場合、どこの町村からでもやっぱり風上に逃げてきますよね。そう

すると、また、そこもそうした避難所にいっぱい満杯になってくると思うんですよ。そこに

県に任せて割り込んでいけるようなことができるでしょうか。初めから契約をし、協定結ん

で、その避難場所を確保しておくべきだと思うんですよ。誰だって自分の身の危険を感じれ

ば、どんどん安全な方向に走り出します。これはもう人情ですね。誰だってそうなんですよ。

それを自分の考え方だけで、いざその場所が避難が困難なときは別の方向に県とも打ち合わ

せ、そういう方向に持っていきますと言ったって、できることじゃない。人の動きを県知事

の一言でその瞬間に変えられるかというと、そんなことはできないと思うんですよ。その点

はもっと深く検討すべきじゃないかということを言いたいんですけれども、その辺について、

県との協議ですね、本当に責任あるものにされるかどうか、確認すべきだと思うんですけれ

ども、どうでしょう。

○議長（上田利治君）
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岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、御指摘をいただいたとおりに、県と私ども玄海町との関係というのは非常に緊密に、

この特に避難に関しては取り合わせをしていかなければいけませんし、その関係は今後も

ずっと維持ができるというふうに私どもは考えておりますし、県は県で原子力対策課を持っ

ておりますから、その部分と、それから防災の関係も県もしっかりと組織を持っております

ので、その防災、それから、私どもでいえば、玄海町の職員全員も含めて、しっかりとその

意識を持ってこの作業に当たるわけですから、そういう意味では皆さんの避難が少しでも問

題のないように準備をしながら進めていくということは、もう言わずもがなかなというふう

に思います。

ただ、同時に、そういう意味では町民の皆さん方にしっかりと我々がその避難に関する広

報活動も、藤浦議員御指摘をいただいているように、しっかりとやっていかなければいけな

いと。こういう場合にはこうしましょう、こういう場合にはこうしましょうと、その一つの

方法として私どもは小城を選定し、小城のほうにとにかくまず逃げる段取りをさせていただ

こうということで計画を組んでおるところでございます。特に５キロ圏内の皆さんには、な

るべく早く５キロ圏からのいていただかなければいけませんので、当然、健康被害が出ない

範囲でそれをしっかりと短時間でやっていくことが我々に課せられた非常に大きな命題だと

いうふうに考えております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

今、最後に町長は、短時間でそういう危険からはけるのは我々の命題だということをおっ

しゃいました。しかし、そうはならないんですよ、今のままでは。私たちがこれまで３回、

少なくとも３回は風船プロジェクトのほうで風船飛ばしをやりました。風向きを調べるため

にですね。ところが、３回とも東ないし南東の方向に流れていった。一番遠くに流れたのは

奈良県まで行っているわけなんですね。向こうから電話がかかって、こういうものを拾いま

したという連絡があっております。

そういうことで、常に風向というのがその方向に流れていたというのはその可能性が高い

ということですよね。３回ともそういうことだった。となれば、わざわざ危険という方向に
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なぜこだわるのかと言いたいわけなんですよ。

ですから、安全を確保するということであれば、言葉ではどうにも言えます。がしかし、

現実にそれでいいのかということなんですよね。6,000町民の命を守る責任がある町長の立

場として、もっと賢明な方針を出すべきじゃないか。やっぱり逆方向のことも想定して、

ちゃんと避難場所を確保しておくべきじゃないか。そうしないと、いざというときに幾ら県

が逆立ちしようが、どうにもならないんですよ、これは。

４者だったですかね、専門家と福島のある町の町長さんとそういう話し合いがあるのをテ

レビでじっと見ておりました。そこには佐賀県の防災担当者の意見もいろいろ入ってきまし

た。しかし、専門家の言われるには、まだ緒についたばかりですねということを言われてお

りました。本当にそれが役に立つとか、そういう段階じゃないということですよね。それか

らどういうふうに改善されてきたのか知りませんけれども、今の町長の答弁を聞くと、県と

そういうものについてはもっと話し合いを深めて、県のほうでそれなりの対応をしてもらう

と。本当は町長自身が玄海町民に責任を持つ立場でぜひこうしてほしいと、そして、こうい

うふうにしてほしいということを提起すべきなんですよね。県任せではどうにもならない問

題ですよ、これは。ちゃんとした骨格をつくって、そして、一つ一つの課題をきちっとした

上で協定を結んでちゃんとしておくというのがあなたの立場じゃないですか。その点につい

てもう一遍伺っておきます。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

藤浦議員もおわかりだと思いますけれども、県とは協定を結ぶ必要はございませんので、

県と私ども玄海町とは十分にそういった関係にございますから、その部分についてはやはり

県としっかりと協議をすべきことは、今、藤浦議員御指摘をいただいたとおりに協議をしな

ければいかんというふうに私も思っております。

ただ、県外に出る形になった場合、今、藤浦議員がおっしゃったとおりに、たまたまその

日は全く違うほうに吹くかもしれない、それはわからんわけでしょう。今のはどうも決めて、

小城のほうには行かんばいというふうに私には聞こえます。そうすると、そうじゃなくて、

どこに行くかわからんわけですから、そういうことであれば、モニタリングでその当時の検

査をしなければいけませんし、方向も確認をしなければいけません。そのときどう風が吹く
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か。それを最初から決めて、ここにも、あそこにも、こうもという考え方もそれはあるで

しょう。あるでしょうけれども、私どもは今の時点では県としっかりと協議をして、とりあ

えず１次的には我々は小城へ避難をさせていただく。それから、２次的には、先ほど申し上

げたように、モニタリングできちんとした数字が出てまいりますから、それによって２次的

な避難所を確認すると。ただ、その２次的な避難所はどこがいいかということを、藤浦議員

さんは少しせっかちになって、早う決めんかいと言っていただいているんだと私は理解をし

て、そこら辺については県と協議をしていかなければいけないというふうに現時点では考え

ておるところでございます。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

何ていうか、一種の言葉のすりかえみたいな感じに聞こえるんですけどね。私は常に言っ

ているのは、最悪の事態を想定してと、最悪の事態ですよ。どの時点においても最悪の事態。

あなたが言われるように、私が余りにも一方的に小城はだめだと言っているような感じに聞

こえるわけなんですね。小城が全くだめとは言っていないんですよ。小城のほうに避けるこ

とが正解かもしれません、その時点ではですね。しかし、その時点では町長が考えておられ

るように、小城には絶対風は吹かないということではない。どっちに吹くかわからんわけで

す。だから、事前に最悪の事態を考えて避難場所をちゃんと別に考えておきなさいと言って

いるんですよ。その辺がどうもかみ合わないんですよね。思い込みの違いと思うんですけれ

ども。絶対そうはならない、小城のほうにしか吹かないということを言っているんじゃない

です。最悪の事態、いつも。最悪の過酷事故が起きた場合ですね。大変ですよ、これは。福

島原発なんかを見てもわかるように、相当広範囲に放射性物質が飛び散っているわけなんで

すね。今でも問題。しかも、まだ12万相当の人たちが放射能の強さで帰還できない人たちが

いっぱいいらっしゃる。そういう実態をしっかり見詰めておくべきだと思うんですよね。な

かなかそこら辺になってくると、いわば極限的な対策というものが求められてくるわけなん

です。このことはもしそれが進まなければ、これはやっぱり私は責任として繰り返し町長に

そういう迫っていくつもりでおります。

それからもう１点、弱者、要するに人の支えを受けなければ避難できないような人たちの

問題ですね。これもちゃんとある新聞に、これは佐賀新聞だったですかね、書いてあったん
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ですけれども、緊急時防護措置準備区域の県内の病院、診療所は70施設、ベッド数は約3,800

と言われております。佐賀県の地域防災計画では、病院や高齢者福祉施設の入院患者の避難

計画は事業者が策定することになっていますと。しかし、ここでおっしゃっているのは、私

たち事業者がそういうことは全面的に責任は持てませんと、行政の力をかりなければ、どう

にもならないんですよということを言っておられます。移動手段の確保も行政の力なくては

できないということですね。

それから、玄海原発からわずか３キロ地点にある特別養護老人ホームの問題もさっき言い

ました。問題は避難計画に要するそういう動けない人を搬送する車両というのは、唐津市で

は大体８台ぐらいあると、そして、県全体で50台と言われております。特養だけでも──い

や、特養だけじゃないかな。とにかく二百九十何名かの人たちがそういう状態の人たちがい

らっしゃる。その中でどうしても専門車両、要するに救急車を利用しなければならない人は

170名ぐらいいらっしゃるということですね。それだけの人を佐賀県全体から救急車を集め

ても、いざというときに搬送できるのかという問題が出てくるわけなんですよね。そういう

点について具体的に県などと協議をされているのかどうかですね。その点も伺っておきたい

と思います。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、議員御指摘をいただいた要援護者、動けないというか、私ども玄海町で該当者が実は

538名いらっしゃいます。ただし、登録をしておられる方は、今、藤浦議員さんおっしゃっ

ていただいたように、281名でございます。ですから、この方々を皆全員そういう形で避難

をしていただくということになると、確かに今言われた専門的な車というのは必ず不足をい

たします。そのためにはやっぱり県内では調達できない部分については、十分に私は自衛隊

との関係もしっかりと関係を持たせていただいて、自衛隊とはそういう御相談を、今後、協

議をさせていただかなければいけないなというふうに思っておりますが、今、議員御指摘を

いただいたとおりに、県内の中でしっかりとした協議をした上で自衛隊に参入をいただいて、

そういった避難の対応ができるような準備をさせていただきたいなというふうに今現在は考

えているところでございます。

○議長（上田利治君）
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藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

対応については自衛隊の車両、特に救護用の車両を依頼していくということなんですね。

考え方はそういうことでありましょうけれども、現実にその時点になってそういうものが

しっかり確保されるような約束事はしておいたがいいんじゃないかと、いざというときには

優先的に回すとですね、その辺の詰めをやっていただく必要があると私は思います。やっぱ

りそういう弱者というのは車に揺られるだけで命を落とすことだってあるわけなんですよね。

搬送途中で亡くなられる方もあります。ですから、ちゃんとした専門の車両、それ専用の車

両ですね、そういうものをできるだけ使うようにしていただきたいと思います。そういうと

ころから本当の一つ一つを詰めていくことから避難計画の充実を図っていくことができると

思います。

もう１つは、やっぱり今までこういう避難計画の問題について、特に弱者問題について議

論をされてきたわけなんですけれども、本当はそういう入所者の家族なども含めて施設の関

係者といろんな角度から検討し、内容をしっかりと保証するような形で話し合いをすべき

じゃないか、家族との会議ですね。そういうものがなされているのかどうかということも一

つあると思うんですよね。やっぱり家族にとっては非常に気にかかるところでもあるし、そ

ういう点についての詰めというものが必要じゃないかと思うんですけれども、その辺はどう

でしょうか。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

特に特別養護老人ホーム玄海園などではマニュアル化されておりますので、我々としては

随時玄海園の指定管理者のほうでそういった運営がされているものというふうに思っており

ますし、ただ、それを私どもが入って確認したことは実はございませんので、それ以上強く

は言えませんけれども、マニュアル化されておりますので、今後もそれを推進させていただ

きたいなというふうには思っております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）
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やっぱり一人の命でも落とさないように細心の注意を払い、家族の協力が得られる分は得

ていくということも一つの手段だろうと思います。そういう面もきっちりと詰めて進めてい

ただきたいということを申し上げておきたいと思います。

次に、介護保険の問題でお伺いしたいと思います。

政府は、さきの通常国会で医療介護総合法を強行可決しました。果たしてこれから介護

サービスが充実していくものかといえば、私に言わせれば、全く逆な方向への道筋が見えて

きます。厚労省は、今回、改定に当たってガイドラインを示し、そのガイドラインに沿った

総合法の具体化を進めようとしています。

まず、要支援者を訪問介護、通所介護、保険給付からほかし、市町村が実施している地域

支援事業に移すとしています。現行の介護予防事業は元気な高齢者に介護予防の啓発などを

行う１次予防事業と、要支援、要介護になるおそれがある高齢者を見つけて、通いの場の提

供やボランティアによる訪問介護などを行う２次予防事業に分かれているというふうになっ

ております。今回導入された新総合事業では、全高齢者を対象に介護予防の啓発などを行い、

一般介護予防事業とさまざまなサービスを提供できる介護予防生活支援サービス事業に再編

されるということであります。

ガイドライン案は、冒頭で、要支援者の多くは食事、排せつなどの日常生活行為は自立し

ているとして、掃除や買い物などの生活行為に困難があるのは動機づけや周囲の働きかけの

問題であると規定しているわけなんですね。掃除であれば、掃除機からほうきやモップに変

える、買い物であれば、かごつき歩行車を活用するなどで改善することができるとし、要支

援の自立意欲の向上を図るべきと呼びかけています。高齢者が要支援状態に至る原因は、病

気、けが、障害、認知などさまざまです。意欲さえあれば困難はなくなると決めつけること

は恐るべき要支援像──考え方ですね──と言わざるを得ないと批判されています。

要支援者の意欲能力等を引き出すには、支援する側とされる側という画一的な関係から脱

却する必要があると強調し、介護予防に努め、住民相互の助け合いに積極的に参加し、より

重度の高齢者を助け、支えとなることを要支援者に求めているわけであります。そのために

今回の保険給付による介護サービスをとめることにしたと、給付をとめることにしたという

ことなんですね。というのがガイドライン案が求めているものであります。そうやって政

府・厚労省はこれまでの要支援者サービスの大部分を保険給付の枠外に追いやる、今回の制

度改変を全国一律の保険給付から市町村事業に変えることで、地域の実情に応じた効果的な
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サービスが受けられると、あたかも、もっともらしくよくなるような錯覚を与えるものであ

ります。

法案の具体化が始まると、全面に出てきたのは漫然とサービスを受けることは許さない、

要支援者は自立せよということになる。今回の制度改変を自助、自立のための環境整備とい

う説明は、公的支援をなくし国民の自助に追い込むのが、介護分野での要支援切りを進める

ことにあるというふうに言われています。

こういうものを一つ一つガイドラインに沿って見ていくと、確かにこれは大変なことに

なっているなということですね。もう既に二百三十何団体かが反対の意思を表明していると

いうことなんですけれども、玄海町においてこれがこのまま通ればこれは大変なことになる

んじゃないかというふうに思うので、ぜひこのことについて玄海町なりの改善を考えるべき

じゃないかということで質問いたします。

以上、お答え願います。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

最初に、今、おっしゃっていただいたガイドラインでございますけれども、これは多分昨

年７月に開催をされました全国介護保険担当課長会議で示された介護予防、それから、日常

生活支援総合事業のガイドライン案についての御質問だというふうに思っておりますが、こ

の中に国の方針として、団塊の世代が75歳以上となる平成37年──2025年ですけれども、こ

れに向けて単身高齢者世帯や高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者の増加が予想される中で、

介護が必要な状態になっても住みなれた地域で暮らし続けることができるようにするために、

市町村が中心となって介護だけではなくて、医療や介護予防、それから、生活支援、住まい

を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築が重要であるというふうにされております。

この方針に基づいてガイドラインが作成をされておりますが、概要としては次の３つが柱に

なっております。

１つは、事業は要支援者の多様なニーズに要支援者の能力を最大限生かしつつ、多様な

サービスを提供する仕組み。

２つ目に、生活支援の充実、高齢者の社会参加、支え合い体制づくり、介護予防の推進、

関係者間の意識共有と自立支援に向けたサービスの推進等を基本に事業を実施。



- 76 -

３つ目に、住民主体のサービス利用、認定に至らない高齢者増加、重度化予防推進により、

結果として、費用の効率化。

以上が国から示されたガイドラインの柱となるものでございますが、中でも多様なサービ

スを提供する仕組みについては、各市町村がその地域の実情に応じたサービスを住民が主体

となって創造していくことが可能になったということは大きな意味があるというふうに思っ

ております。

藤浦議員から御指摘がございましたこのガイドラインに沿った計画でサービスの充実が図

られるかなと思っておられるんだと思いますけれども、各市町村の裁量に任される部分が大

きくなるわけでございますので、各市町村の考え方一つで充実させることもできますし、反

対に、今、議員御指摘をいただいた後退させることもあるというふうには思います。

私は今回の改正を前向きに捉えて、現状のサービスは維持しつつ、住民の皆さんが要望さ

れるようなサービスの開発ができたらいいなというふうに思っております。本町としまして

は、新総合事業への移行を平成29年度からとしておりますので、今後２年間、人材の確保や

育成、各種団体との連携や協働など、より充実した介護サービスが提供できる体制づくりを

行っていきたいと考えております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

このまますんなり評価されると大変なことになるんだということですね。今、町長が最終

段階で、平成29年からの実施を念頭に置いて取り組んでいくと、現在では現状維持であると

いうことですね。それはそれで結構だと思います。ぜひそういうことで取り組んでいただき

たい。その間においてそういう国の情勢というのもどう変わっていくかわからないわけなん

ですね。いい方向に転換すればいいんですけれども、やっぱり世論の問題です。そういう運

動が盛り上がれば、簡単にできなくなるということですよね。

ここでちょっとしたものを紹介しておきたいと思うんですけれども、認定に至らない高齢

者の増加、すなわち要介護認定を受けさせないことですと書いてありますね。それはどうい

うふうなことかというと、新制度では高齢者が市町村や地域包括支援センターに介護サービ

スを申請し、窓口の担当者が要支援相当と判断した場合は、基本チェックリストというのが

あって──ここでまた一つの段階があるわけなんですね──質問項目に答えさせます。新総
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合事業サービスを割り振ることが可能となります。それは医療保険に例えれば、患者に待合

室で問診票を書かせただけで病院の事務員が医師に診せるまでもないと判断するようなもの

です。この仕組みにより、利用者が要介護認定されないようにして、多様なサービスへ流し

込んでいこうというものです。多様なサービスとはどういうことなのかですね。専門の介護

者が担当するわけじゃないんですよね。普通いうボランティアの人たちなんかですね、そう

いうレベルの人たちで仕事が任されると、そういう意味で書いてあると思います。

第３が自立の促進。新総合事業の適用となった人は、かがめるようになる、一人で買い物

に行けるようになるなどの目標、課題を持たされ、行政側から目標達成、あるいは状態改善

とみなされると、単価の低いサービスへ転換やサービスの終了、あるいは卒業を行政から求

められることになります。今回の法改正に先行し、国の予防モデル事業に名乗りを上げた市

町村では、行政が要支援者を説得して強引に介護サービスを打ち切るなどの事態が相次いで

います。もう現にそういうことが始まっているという実例を示してあるわけなんですね。こ

れでは卒業ではなく、退学の強制ではないかというふうに言われているわけなんです。

こういったことがこれからの介護サービスの中に取り入れられていこうとしているわけな

んですね。ですから、これを許せば、結局、私たち一般住民がこうしたサービスを受けるこ

とを余儀なくされていくという方向づけが見えてくるわけなんですよね。現にそういうこと

でいろんな市町村で、今、大変混乱を招いているということも聞いております。

そういうことで安上がりサービスの流れへの流し込み。それから、２つ目は要介護認定を

受けさせない水際作戦。３つは介護サービスからの卒業作戦というふうなことをこういうふ

うにまとめて言っておられるわけなんですけれども、これをやっていけば、要支援者の訪問

通所型サービスの給付は2025年度で800億円、2030年度で1,500億円、2035年度で2,600億円

の大幅縮減となります。これは厚生労働省の老人健康保健局長の答弁でそう言われているわ

けですね。もう官僚がはっきりそこまで言っているということなんですよね。

ですから、こういうものを実践に移させないように各全国の市町村と連携しながら、これ

は余りひどいじゃないかということをやっぱり声を上げるべきじゃないかと私は思うんです

よ。その点について町長はどういうふうにお考えなのかですね。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）
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今るる藤浦議員から御指摘をいただいたわけですけれども、ガイドラインに記載をされて

いる内容に対しての質問ということでお答えをさせていただきますが、できる範囲で自助を

進めるというふうに私としては理解をさせていただいておりまして、例えば、本町で介護状

態になるおそれがある方を対象に介護予防教室を週３回実施しておりますが、他人の補助を

受けずに自分でできることを積極的に行うことが老化防止や介護予防につながるという意味

合いのものではないかと思っております。今回、介護保険制度が改正をされることによって、

要支援者に自助を強要することもございませんし、介護認定に当たっては１次審査、２次審

査があって、十分な審査の結果、判定が出てくる仕組みとなっておりますので、要介護につ

いては何も心配することは私としてはないのではないかというふうに思っておりますし、先

ほど言いましたように、市町村の裁量権が大きくなりますので、私ども、29年度までにしっ

かりとした体制をつくらせていただきたいと考えております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

町長の答弁は非常に前向きなことをおっしゃっていただきましたけれども、29年度までに

はしっかりした体制をとらせていただきたいということなんですよね。ただ、一般的に言え

ることは、もう実例が示しているわけなんですね。要支援、要介護１、２、これは実際には

専門家が審査して決めた認定ですよね。それをほかしたわけでしょう。もうこれから外しま

すよと。それはあくまで経費削減というのが根底にあるわけなんですよね。もうこれは大変

なことになっていくということで、さっきも申しましたように、二千数百億円も減らしてい

くという方向づけもここにちゃんと具体的に老健局長が言っているわけなんですよ。だから、

余りにも善意でばかりでは受け取れない面があるわけなんですね。具体的な事例を示して

言っているわけなんですから。例えば、自分が日常的に働いていて、もう高齢者、もういよ

いよ自分は動けんよということになって窓口に申請に行く、私も何か介護利用をさせてくだ

さいと。ところが、それが簡単にいかないですよね。一方では、保険料は高くなりましたよ。

介護保険料も。もう年金はどんどん減っていくように上がっております。そういう一方でこ

ういうことが削られていくと。軍事費もふえていく。いろんな面で無駄遣いもあるわけなん

ですね。大型公共事業なんかも。そういう面は業界のためには大きな金を使うけれども、こ

ういう面ではどんどん落としていく。これがもう今の行政の特徴じゃないですか。ですから、
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こういうものは本当にやっぱりここまで一生懸命働いてきたお年寄りなんですよ。ここを大

事にしないで、私たち日本人がまともな社会がつくれますか。私はそういう点を強く強調し

たいと思います。お年寄りを大事にするということはやっぱり私たち今しっかり働いている

者の責任なんですよ。ここのところをしっかり受けとめていただいて、今度29年度までの事

業計画作成に当たってはしっかりとしたものをつくっていただきたいと、その点を御期待申

し上げてこの面では終わりたいと思います。

あとちょっとあるんですけれども、もう１つは、高齢者独居老人、そして、家族で夫婦２

人で暮らされている方もいらっしゃると思うんですよね。そうした方たちへの生活支援を何

とかならないかということです。福祉バスも走っておりますので、例えば、食料品などを買

うためにその車を利用される場合もあると思います。その他いろんな制度の中で訪問介護な

ど、通所介護、そういうものを利用されている方もあると思います。その際にそういうもの

も頼めば、ちゃんと受けとめられるかもしれません。ただ、通所介護なり訪問介護の人たち

も、時間の制限があるわけなんですよね。これ以上の時間は使っちゃいけないよと、報酬の

対象になりませんよというようなものがあるはずです。そうすると、なかなか思うようにい

かない。年をとれば、外に出ることすらおっくうになるわけなんですね。そういう人たちの

ためにどこかの商店、例えば、玄海町内ではそこのＡコープの売店ですね、それから、まい

づるナインですね、そういうところとでも一定の契約をして、電話があったら、こういうふ

うにして配達してくださいと、発想館でもいいんですよね。そういう形をもうこれから準備

的にも取り組んでいくべきじゃないかなと、高齢者もふえてくるしですね。そういうところ

への思いやりというか、そういう点を配慮していただいて、それを実現するような形に持っ

ていっていただきたいと思うんですけれども、町長の所見を伺いたいと思います。

○議長（上田利治君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

高齢者といいますか、独居老人の方の生活支援についてのお尋ねだと思いますので、初め

に、玄海町におけるひとり暮らしの高齢者の状況をお伝えしたいと思います。

住民基本台帳に基づく65歳以上のひとり暮らしの高齢者の過去３年間の状況を申しますと、

平成24年度３月末現在で157名、平成25年度３月末現在で162名、平成26年度３月末現在で

160名となっておりまして、町内285世帯の高齢者のみの世帯のうち160世帯、56％がひとり
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暮らしの高齢者となっております。

藤浦議員から御指摘がございましたひとり暮らしの高齢者に対する生活支援ということを

考えますと、現在、行政として支援を行っているものがございます。例えば、訪問介護事業

として要介護認定の被該当者で日常生活を営むのに著しく支障があると認められる高齢者を

対象に、食事のお世話や生活必需品の買い物等の支援を行っておりますし、軽度生活支援事

業として、ひとり暮らしの高齢者に対して、家事支援、それから、住宅周辺の手入れ──こ

れは除草とか剪定ですけれども、外出時の支援等も行っております。また、路線バスが通っ

ていない地域の高齢者の方には福祉バスを運行して、買い物や通院などに利用をいただいて

おります。

今後は民間においても高齢者のニーズに対応した宅配サービスを行っている業者もいると

思いますので、情報提供等も検討しながら、ひとり暮らしの高齢者の皆さんにとって住みや

すい環境づくりに努めていきたいと考えております。

○議長（上田利治君）

藤浦晧君。

○11番（藤浦 晧君）

今、町長がおっしゃったように、やっぱりそれなりの温かい手を差し伸べていくという、

そういう立場でひとつ考えて取り組んでいただきたいと思います。

きょうは原発問題、それに介護問題、そして、さっき申しました独居老人の生活支援の問

題、こういうものを取り上げてきたわけなんですけれども、やっぱり原発問題というのはな

かなか奥の深いものでありますし、私がこれを取り上げてからもう33年ですね。私は民報に

ずっとその当時から出しておりますし、それをめくってみると、もうそれくらいの年月が

たっているわけなんです。初めのほうは全くうてあわれなかった。原発は絶対安全だと。君

が幾ら言ってもそれはだめだということで、いざ事故が起きたときには私が責任を持つと、

そういう町長もいらっしゃいました。しかし、個人の力で簡単に言えるものじゃないですね。

今の福島原発の実情を見れば、大小いろいろさまざまあるかもしれません、がしかし、相当

深刻な事態が今でも進んでいます。汚染水の問題だってまだまだ見通しがつかない。そうい

う状態の中で原発はコントロールされている。世界で一番レベルの高い技術を持っていると

かですね。それについては、ある外国のジャーナリストの人はあざ笑うようなことを言って

おられるわけなんですね。これほど日本で悲惨な事故が起きているのに、よくもそういうこ
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とが言えますねということを聞くわけなんですね。ですから、やっぱり玄海町は自分たちの

力で町民の命を守るということを真剣に捉えて、これからも取り組んでいかなければならな

いと思います。原発があればなおさらそれは力を入れるべきだと思いますし、なくても防災

計画、避難訓練というのは絶対放せないわけなんです。こういう点をやっぱり私は今後も

しっかりと見据えて繰り返し取り上げていきたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

○議長（上田利治君）

以上で藤浦晧君の一般質問を終わります。

暫時休憩します。次回の会議を１時10分から再開します。

午前11時39分 休憩

（午前11時40分 12番上田利治君 退席）

午後１時10分 再開

（午後１時11分 12番上田利治君 復席）

○副議長（古舘義純君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。２番山口定君。

○２番（山口 定君）

ただいま許可をいただきましたので、質問の通告に従い、質問をいたします。

１番目に玄海町のふるさと応援寄附金について、２番目に介護保険改正について、３番目

に玄海園の運営と利用状況について質問いたします。

現在、国の情勢は消費税が2014年４月から８％に増税をされ、2017年４月に10％になる計

画です。消費税が上がり、株価が上がり、国民の所得が上がるようにと安倍総理は言われて

いますが、地方では株に携わる人は少なく、玄海町では所得向上につながっているとは思い

ません。それどころか、円安で農家等の飼料の高騰やＴＰＰ問題も解決しておりません。主

要５品目の米、麦、牛肉、乳製品、サトウキビなど、聖域とされている５品目で日本の主張

が通るのかを心配されています。安倍総理は農林水産物の輸出を2020年度までに倍増、農

業・農村の所得も今後10年間で３兆円から６兆円に倍増されると、2013年５月17日に講演を

されています。

農業改革では、ＪＡ全中の監査、指導権をなくし、2019年３月までに一般社団法人に転換
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の計画となっております。1954年に始まった中央会制度をほぼ60年ぶりに見直す改革となり

ます。2020年からは一般社団法人に転換することになります。国の農業や玄海町の農業も今

後どうなるか心配をするばかりです。玄海町の第１次産業の向上なくしては、玄海町の発展

もないと思います。町長にはさらなる農業、漁業、商工業の推進と定住促進を進めてもらい

たいと思っております。

初めに、玄海町ふるさと応援寄附金について、佐賀新聞報道では、２月26日、全国２位と

掲載をされていました。玄海町の特産品、これはお礼の品です、と販売高は幾らになってい

るのか、町長にお尋ねをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

山口議員の御質問にお答えしたいと思います。

２月26日、新聞報道で全国２位ということで掲載をされました。この町の特産品としての

販売高がどの程度になっているか、お知らせをしておきたいと思います。

平成26年度の寄附金総額は平成27年２月28日現在で申請額1,116,487,651円に対して収入

額は４万7,392件の1,039,736,651円ということになっているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

ただいま答弁がございましたけれども、件数が４万7,392件ということですね。これは非

常にたくさんの寄附者があるわけでございますけれども、これに対して玄海町の特産品物が

どういった品物を贈っているのかわかれば、その点をお聞きいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

どういうものが贈られているかというお尋ねですが、その前に、これに対してお礼にかか

る報償金額もお知らせをしておきたいと思います。

報償費は品代が約245,530千円、これに送料が117,670千円で、総額は363,200千円となっ

ております。ただ、年度途中の集計でございますので、確定額ではございませんので、御注
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意をいただきたいと思います。

それから、お礼の品の人気ランキングを申し上げますと、実はお礼の品が52種類ございま

す。この52種類中１位が8,552件の玄海町産黒毛和牛、そして第２位が6,229件のイチゴさが

ほのか、３位が4,104件の100千円以上を寄附していただいた方へ12回のお礼の品を送付する

プレミアム玄海ということになっておるところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

ただいま答弁の中で52品目をお礼の品ということでございますけれども、全国の自治体は

大変このふるさと応援寄附金には力を入れておられるようでございますけれども、うちの商

品がいいのか、またアピールがいいのか、その点はどのように考えておられるのか、お尋ね

をいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

ちなみに、今３位まで申し上げましたけれども、実は４番目が黒毛和牛のハンバーグでご

ざいます。そして、５番目が実は10千円クラスの玄海町産黒毛和牛、そして６番目が仮屋湾

のマダイ、７番目がイチゴの２箱セット、それから８番目がハウスミカン、９番目が玄海町

産サザエ、そしてベストテン10位が棚田米コシヒカリということになってございます。

それと同時に、実は全国的にこのふるさと納税の寄附のお礼品として一番多いのはやはり

牛肉でございまして、これは北海道も私ども九州も１位から10位に入っているそれぞれの自

治体ほとんど主体は牛肉でございます。そこから実は先ほど言いましたように、２位のイチ

ゴですとかミカンですとか、それからタイですとか海産物に移っていくという傾向にござい

ます。そういう意味では、玄海町は52種類の返礼品を用意しておりますが、まだよその自治

体では100種類以上になるような種類を用意してある自治体もございまして、私どもも６次

産品としての玄海町の産品をさらに今後もふやしていくような方向で維持を進めていきたい

というふうに考えているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。



- 84 -

○２番（山口 定君）

これだけの寄附者があるということは、ほかの自治体は100種類ということでございます

ので、うちは半分ぐらいということでございますので、たくさんのお礼の品の数をそろえて

いただいて、より多くの寄附者の方が選択されるように要望いたしておきます。

それと、これはふるさと応援寄附金は平成21年から始まっておるわけですね。ということ

は、当初の21年から、先ほど26年度分は答弁がございましたけれども、25年度分までの総件

数なり総額なり、わかれば答弁をお願いいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

平成20年４月30日の地方税法の改正に伴って、実はこの地方公共団体への寄附金税制が拡

充をされて、このふるさと納税がスタートしたわけでございまして、本町に平成21年度から

平成25年度までに全国の皆様からいただいた寄附金は256,770千円となっておりまして、平

成27年２月28日現在の平成26年度の寄附金額1,039,740千円と合わせますと、21年から26年

で1,296,510千円ということになっているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

総額で約13億円ということでございますね。

それで、振込先は都道府県なり、そこら辺がわかれば、どこが一番多いのか、お聞きいた

します。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

それでは、これは25年度と26年度と分けて申し上げたいと思いますが、都府県別で申し上

げますと、平成25年度が１位が東京都、２位が神奈川県、３位が大阪府ということになって

おります。そして、これは平成26年度も全く同じ順位でございまして、１位が東京都、２位

が神奈川県、３位が大阪府、ちなみに、この３都府県で２万件を超すような数を寄附いただ

いているところでございます。これが大きく地区別で分けますと、平成26年度に限って言い
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ますと、関東だけで２万3,628件、近畿で9,520件というふうに、主体的には関東の皆さんか

ら寄附をいただいているというふうに私どもは考えております。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

主に関東が多いということでございますけれども、この資料によりますと、北海道にお住

まいの方へのお礼の品の送付につきましては、２月16日時点で天候の都合により１週間程度

かかるとの連絡を運送会社から受けております。また、イチゴにつきましては生鮮食品であ

り、冷凍に弱いところから北海道への発送は一時中止しておるということでございます。そ

れと、仮屋のトラフグですか、それも品目の中に入っておりますけれども、これにつきまし

ても、こちらのお礼の品の御希望の皆様には大変申しわけございませんけれども、トラフグ

は１尾ずつ身欠き作業という処理をしておりますので、多くの申請が対応できず、受け付け

を一時中止としておりますということでございますけれども、このトラフグについての発送

はどのようになっておるのか、ちょっとお聞きします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

トラフグについては、実は平成26年度ではもう既に500件を超えました、リクエストがで

すね。実は今、山口議員おっしゃっていただいたように、身欠きをかけて搬送しております

けれども、当然そのままの状態では送れませんので、真空パック詰めにして送らせていただ

いているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

わかりました。

次に、寄附金に対して返礼代金はどのくらいかかっているのか、お聞きをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）
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返礼の費用については、先ほど答弁を申し上げましたけれども、品代が245,530千円、そ

れから送料が約117,670千円、総額で363,200千円ということになっているところでございま

す。ただ、先ほども念を押させていただきましたけれども、年度途中でございますので、集

計がまだ確定をいたしておりませんので、確定額ではないということを御承知おきいただき

たいと思います。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

その場合、商品を出した場合、輸送代はどのくらいかかっているのか、お聞きをいたしま

す。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、送料というふうに表現をさせていただいて答弁をいたしましたけれども、117,670千

円でございます。それが送料ということで使わせていただいておるところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

それだけ商品を出しているということでございますので、農業者、漁業者、それに商工業

者等の所得の向上で納税として反映できているのか、お聞きをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

正直申し上げると、まだ今、きょう３月９日でございますので、納税という点では確定を

いたしておりませんので、どの程度なっているかというのはあくまで想像でしか申し上げら

れませんので、この場では控えさせていただきたいというふうに思いますし、ただし、生産

者の皆さんに現金が回っていることは事実でございますので、その点については御理解をい

ただきたいと思います。

○副議長（古舘義純君）
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山口定君。

○２番（山口 定君）

今回の当初予算ではふるさと応援基金の収入は1,150,000千円ということで、お礼、通信

費、ＰＲを含めると約705,000千円、約61％が玄海町の特産品として出されるということに

なるわけですね。さらなる町の産業発展につなげてもらいたいと思います。

次に、ふるさと応援基金の利活用についてお尋ねをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

本町では、町を応援してくださる方の気持ちを特徴ある事業に生かして、本町の魅力向上

を図ることを目的に、いただいた寄附金をそれぞれに寄附金の目的ごとに玄海町ふるさと応

援寄附金基金として積み立てをしておるところでございます。

一方、本年度よりふるさと応援寄附金基金を財源として予算計上をしておりまして、３月

補正予算を含む最終予算ベースで人材育成に関する事業として学習支援員配置事業や学校Ｉ

ＣＴ支援員配置事業などに80,636千円（88ページで訂正）、医療及び福祉の充実に関する事

業として予防接種事業や子供の医療費助成事業などに19,701千円、それから自然及び環境の

保全に関する事業として全国棚田サミット事業に6,000千円充当をしておるところでござい

ます。

平成25年度末の基金残高は256,770千円で、平成26年度の基金取り崩し額34,337千円を差

し引きますと、基金残高が222,433千円でございます。

また、本年度より寄附金の使途として追加をしました通称、町長おまかせ事業として車両

張りつけ用の観光宣伝イラスト作業業務委託料に1,900千円、玄海町フェア事業に2,000千円、

通学バス車両購入費に96,846千円を玄海町ふるさと応援寄附金を直接の財源として充当をし

ておるところでございます。

次に、平成27年度当初予算のふるさと応援寄附金基金繰入金の充当状況について御説明を

したいと思います。

人材育成に関する事業といたしましては、保育所の運営事業、それから教育センター事業、

外国人英語指導助手招致事業など11事業に108,719千円の事業費に対し90％の97,840千円を

充当いたしております。
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次に、医療及び福祉の充実に関する事業としましては、母子保健事業、予防接種事業、子

供の医療費助成事業など６事業55,875千円の事業費に対して80％の44,710千円を充当いたし

ております。

次に、自然及び環境の保全に関する事業としましては、棚田サミット事業など４事業

28,454千円の事業費に対して88％の25,090千円を充当いたしております。

最後に、通称、町長おまかせ事業といたしまして、ふるさと応援寄附金事業705,231千円

の事業費に対して29％の205,231千円を充当いたしておるところでございます。

本年度新たに玄海町ふるさと応援寄附金に積み立てを予定している額は、最終予算ベース

で1,035,254千円となっておりまして、平成27年度取り崩し予定額372,871千円を差し引きま

すと、基金残高は884,816千円を見込んでおるところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

いろんなことに使われて大変よろしいかと思いますけれども、今回、基金条例では改正案

が提出されていますが、設置の目的はふるさと玄海町のまちづくりを応援するために贈られ

た寄附金の財源として、寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することにより、多様な

人々の参加による個性と活力のあるまちづくりをするためとあります。この条例につきまし

ては、一般質問の提出後に予算をもらった関係上、条例案の内容についてもお聞きをいたし

ます。

寄附者のまちづくりに対する意向を具体化することによりとありますが、寄附者の意向に

基づいた基金の利用となるということで、どのような意向が出ているのでしょうか、お尋ね

をいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

済みません、先ほど私、数字を間違えて言っておりますので、１点だけ修正をさせていた

だきたいと思います。

３月の補正予算を含む最終予算ベースで、人材育成に関する事業として学習支援員配置事

業や学校ＩＣＴ支援員配置事業などに80,000千円と申し上げました。失礼しました、8,636
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千円でございますので、修正のほうをよろしくお願いいたします。

それから、今、山口議員お尋ねをいただきました、どのような使われ方をするのかという

のは、実は寄附金の説明の中に４事業、使い方を玄海町の場合は限定をさせていただいてお

ります。１つには、先ほどから申し上げているように、人材育成に関する事業に使わせてい

ただくということ、それから２つ目は医療、福祉に対して使わせていただくという使い方、

それから３つ目には自然環境保護のために使わせていただくという使い方、４つ目が、通称、

町長おまかせ事業と、町長の思い、町の思いで使ってくださいという使い方、この４種類に

分けさせていただいておりますが、今現在、約４割の方はこの町おまかせ事業に使ってほし

いというふうにリクエストをいただいているところです。残りの３事業については、ほぼ同

数、全体の１割５分ずつぐらいを３事業で使わせていただくようなリクエストが来ておると

ころでございまして、それに合わせた形で今後も玄海町の事業に使わせていただこうと考え

ているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

町の活性化にもつながると思いますので、ほかの自治体の利用実態等もよく研究をされま

して、さらなる有効利用ができるように要望をいたしておきます。

次に、町の特産品開発についてどのような状況になっているのか、お尋ねをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

町の特産品の開発というお尋ねでございますので、御答弁いたしたいと思います。

ふるさと納税のお礼の品として玄海町の特産品を全国へ発送する中で、さまざまな御感想、

御意見を頂戴いたしております。それを受けて、特産品開発の機運が町内でも徐々に盛り上

がってきておりまして、いずれ６次産業化につながるものと期待をしておるところでござい

ます。

また、鳴滝酒造の協力のもとに玄海町産コシヒカリを100％使用したスパークリング清酒

と、それから純米酒の仕込みをしておりまして、間もなく完成をいたします。玄海町の新た

な特産品としてふるさと納税だけではなくて、玄海町フェアや棚田サミットなど各種イベン
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トを通じて全国に発信、普及していきたいと考えております。

なお、現在、町内の酪農農家から自家生産の生乳を利用して、加工品を製造、販売したい

という御相談があっております。これは配合飼料の高騰によって現在の乳価では経営が厳し

い状況にあるため、玄海町がふるさと納税で全国の注目を集めているこの機会にお礼の品と

なる特産品を開発、販売したいという計画でもございます。今後、県や関係機関と、特に町

内の生産者の皆さんと連携をとりながら町の特産品開発につなげてまいりたいと考えておる

ところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

町のほうで特産品開発は考えているということでございますけれども、以前、仮屋でうま

かめんたいということで、農林水産大臣賞を受けておられると思いますけれども、そのうま

かめんたいはお返しの品としては、そこら辺はどのように考えておりますか。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、山口議員は、うまかめんたいというふうに非常に幅広く言っていただきましたけれど

も、正式にはうまか鯛でございまして、実は私が商工会長をしている時代に経済産業大臣賞

をとりました。しかしながら、現時点ではもう既に仮屋漁協ではうまか鯛をつくっておられ

ません。ですから、タイに関する品物としては焼き鯛とか、ほかのもので代用させていただ

いて、今現在は焼き鯛も結構注文がございますし、タイそのままの販売というか、お礼の品

には一番多いですけれども、そういったことでうまか鯛の形をもう一度漁協のほうで、もし

くはそのお仲間でそういうことを考えていただければ、新たな産品としてまた考えることは

可能だというふうに思っております。ぜひおいしい６次産品というか、特に玄海町の場合は

海産品については注目を浴びる部分もたくさんありますので、ぜひそれは考えていただけれ

ばありがたいなというふうに思っております。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）
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以前から玄海町ではまちづくり活性化事業につきましては、特産品開発、研究等に利用さ

れてきています。まちづくり活性化での実績は平成23年何件ぐらい、また25年までに何件ぐ

らいあるのか、それとまた、幾らぐらいになっているのか、成果は出ているのか、お尋ねを

いたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

これは今、私の手元に資料がございませんので、はっきりとしたことは申し上げられませ

んけれども、24年、25年はなかったと記憶しております。26年度に１件、そういう申請が

あって、今それを協議をさせていただいているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

わかりました。

玄海町のふるさと応援寄附金につきましては、基金の利用は目的が指定されております。

計画を立てながら、基金の活用を町民に還元できて、将来につながるような利用をしてもら

いたいと思っております。また、広報等もしっかりされまして、町民が新しい特産品を開発

し、ふるさとづくりの推進を図ってもらいたいと要望をしておきます。

次に、介護保険改正について。

今回、介護保険法が改正され、今回の改正で４月からどのように変わるのか、お聞きをし

ます。これにつきましては、先ほど藤浦議員さんも質問をされておりましたので、似たよう

な質問になろうかと思いますけれども。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今回の介護保険制度改正でどのように変わっていくかというお尋ねにお答えしたいと思い

ます。

今回の改正につきましては、持続可能な社会保障制度の確立を図ることを目的に地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律が公布さ
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れたことに伴って、介護保険制度が平成12年に創設されて以来、大きな改正となっておりま

す。

まず、主な改正の１点目でございます。要支援１、２の方を対象とする訪問介護と通所介

護のサービスが介護保険の対象から市町村が行う地域支援事業へ移行されるということでご

ざいます。これによってサービスの内容や料金などを各市町村が柔軟に決定することができ

て、また、ボランティアやＮＰＯ、民間企業などの地域資源を効果的に活用することで、地

域の実情に応じた取り組みが可能になるという意見が一方であるわけですけれども、現在ま

で全国一律であった介護サービスに地域格差が生じるのではないかというような声もござい

ます。本町としましては、現行のサービスを維持した上で、実情に応じたサービスの提供に

ついても今後、生活支援コーディネーターの配置や協議会の設置を進めながら検討を行うこ

ととしておりまして、より充実した介護サービスの提供ができる体制をつくりたいと考えて

おります。

２点目が、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護３以上の方に限定されるという

ことでございます。これによって、現行制度で入所が可能であった要介護１、２の方が対象

から外れることとなりますが、例外として要介護１、要介護２の方であっても、さまざまな

事情で特別養護老人ホーム以外での生活が難しいと思われる場合においては、市町村の適切

な関与のもとで入所判定委員会の審議を経て、特例的に入所が可能ともされております。

なお、入所判定の基準については、今回の制度改正に伴い改正された佐賀県指定介護老人

福祉施設入所指針に基づいて判定されることになります。

３点目が、低所得者の保険料軽減割合が拡大されることでございます。内容につきまして

は、町民税非課税世帯で年金収入800千円以下の方に対しましては、現行の保険料５割軽減

を７割に拡大するなど、低所得者の負担軽減を図るものでございます。また、所得水準に応

じてきめ細かい保険料設定を行うため、所得段階が現行の標準６段階から標準９段階への見

直しも行われておりまして、高所得者に対しては負担増となる改正になっております。

４点目が、一定以上の所得がある利用者については、介護利用料を１割負担から２割負担

へ引き上げられるものでございます。なお、２割負担とする所得水準については、合計所得

金額1,600千円以上とされておりまして、対象者につきましては、介護保険負担割合証を発

行し、周知することといたしております。

５点目が、低所得者の施設利用の食費、居住費を補塡する補足給付の要件に資産などが追
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加されるものでございます。これは資産を多く有しているにもかかわらず、保険給付が行わ

れていることに不公平感があるとの観点から、預貯金などが単身10,000千円を超える場合や

夫婦で20,000千円を超える場合においては補足給付が行われないこととなります。なお、預

貯金等の調査につきましては、現在、調査の方法を検討中でございます。

最後に、高額介護サービス費の上限額見直しでございます。これは現役並みの所得者に対

しては、現行の上限額37,200円から44,400円に引き上げられるもので、同一世帯に課税所得

1,450千円以上の方がいて、年収が単身3,830千円以上、夫婦で5,200千円以上の場合が対象

ということになります。

以上が今回の制度改正の主なものでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

今、答弁の中で所得が一定以上だと利用者の御負担が２割になるということですかね。

それで、低所得者の保険料は軽減が拡充されるということでございますけれども、低所得

者の場合はどのようになるのか、お尋ねをいたします。わかりますかね。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

２割負担とする所得水準については、先ほど申し上げたように、合計所得金額が1,600千

円以上ということになります。当然、介護保険負担割合証を発行しますので、そのことに

よって御周知をいただきたいなというふうに思っております。

それから、その２割負担になる方々は、平成27年１月31日現在で127名いらっしゃいます。

同日の65歳以上の第１号被保険者の人数が1,660名でございますので、第１号被保険者の

7.6％が２割負担の対象者になるということでございます。よろしいでしょうか。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

対象者が1,660名ですかね。（発言する者あり）127名か、済みません。所得の1,600千円

以上が127人ということですね。
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それで、2017年度から自治体の判断でできる要支援１、２について、今回の改正でどのよ

うに変わるのか、お尋ねをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

先ほどの質問で最初に答弁をいたしました要支援１、２の方を対象とする訪問介護と通所

介護のサービスが介護保険の対象から市町村が行う地域支援事業へ移行されることになりま

す。なお、この移行時期につきましては、猶予期間が設けられておりまして、最長で平成29

年３月末まで延長が可能ということになっております。

本町におきましては、今回の改正によって地域の実情に応じた介護サービスの提供が可能

となったことを踏まえ、利用者のニーズや要望を反映したサービス提供を行うことが重要で

あると考えておりまして、今後、生活支援・介護予防サービスの担い手の育成やサービスの

開発などを行う生活支援コーディネーターの育成や地域の各種団体との情報交換やサービス

の企画立案などを行う協議会の組織づくりが必要となりますけれども、人材の確保や育成、

各種団体との連携や協働など、多くの課題もございます。このことから、猶予期間をより充

実した介護サービスが提供できる体制づくりの期間と位置づけて、本町としましては平成29

年度から実施することといたしております。

なお、現在、訪問介護及び通所介護サービスを利用されている方につきましては、平成28

年度までこれまでどおりの内容で利用することができることになっておるところでございま

す。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

2015年４月から３年をかけて移行するということでございますけれども、これまで全国一

律のサービスだったものが市町村に移行することで、市町村の財政状況やトップの意識次第

でサービス内容や利用料の差が出る可能性があると言われております。町長は町独自のサー

ビス利用料金も、ほかの自治体よりも安くされるというような考えは持っておられないのか、

ちょっとお聞きをします。

○副議長（古舘義純君）
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岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

本町としては、先ほど答弁しましたとおり、平成29年度に移行することといたしておりま

す。この２年間で移行に向けた体制づくりを行うこととしておりまして、現時点で利用料金

をどうするといった協議には実は至っておりません。ただ、私自身としましては、より充実

したサービスをお得感のある料金設定で提供したいというふうには考えております。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

玄海町の人口も毎年減少が大きくなっております。玄海町の人口の増加を図る意味からで

も、定住促進や高齢者の住みたいまちづくりを考えられて、町独自のサービスを実現してい

ただきますように要望をいたしておきます。

次に、玄海園の運営と利用状況について。

現在の入所状況と職員数をお聞きいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

まず、玄海園の入所状況でございますが、３月１日現在、100名の定員に対しまして本入

所が93名で、うち町内が60名、町外が33名、短期入所が４名で、うち町内３名、町外１名、

合計97名、うち町内63名、町外34名で、町内入所者の割合が64.9％でございます。

次に、職員数でございますが、同じく３月１日現在、町内31名、町外46名、合計77名が雇

用されておりまして、町内職員の割合が40.3％となっております。

私の希望ではございますが、80名程度の雇用がありますので、町内から半数以上の雇用を

していただけないかなというふうに考えております。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

今、入居者と職員の数を言っていただきましたけれども、町長の希望として、職員ですけ

れども、今現在が31名、町外が46名ということで、77人の雇用をされておるということです
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けれども、今、町長は玄海町の職員をそれだけ雇いたいということでございますけれども、

職員の希望者はどのようになっているんでしょうか。希望者はないわけですかね。その点は

どうでしょうか。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

現況では今の数でございますので、多分希望される方があれば、当然そういうお世話を

やっていると思いますので、今のところ希望がなくて、逆に町外の方がふえている状況にあ

るというふうに御理解をいただければと思います。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

今のところは町外が多いということでございますけれども、条件とかが悪いとかあるんで

すかね。その辺はちょっとわかりませんけれども、開園当時はどういうふうな状況にあった

か、お尋ねをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

開園当初の入所者数と、それから職員数ということでございますが、職員に関しては実は

開園当初は町内39名、町外23名、合計62名が雇用されておりまして、町内職員の割合が

62.9％となっておりました。開園当初と現在での町内の割合を比較しますと、入所者数でい

いますと、プラス5.4％ですけれども、職員数でいうとマイナス22.6％ということになって

おるところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

割合的には町外の方が多いということでございますけど、今後は町内の方が職員として採

用されることを望みます。

それと、今回の介護保険改正で入居はどのように変わるのか、玄海園では要介護１、２の
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方がどのくらいおられるのか、お聞きをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

先ほどの答弁と重複をいたしますけれども、平成27年４月から特別養護老人ホームの新規

入所者の対象が原則要介護３以上の方に限定されることとなります。これによって、現行制

度で入所が可能であった要介護１、２の方が対象から外れることになりますが、特別な事由

の場合においては特例入所として入所が可能となる場合がございます。

具体的な理由を上げますと、１つ、認知症であって、日常生活に支障を来すような症状や

行動等が頻繁に見られる場合、２つ目が、知的障害や精神障害等を伴い、日常生活に支障を

来すような症状や行動等が頻繁に見られる場合、３つ目が、家族などによる深刻な虐待が疑

われるなどによって、心身の安全・安心の確保が困難な場合などでございます。このような

理由に該当して、特例入所の申し込みが行われた場合、佐賀県指定介護老人福祉施設入所指

針において市町村の関与が求められることになりましたので、状態を十分に精査した上で入

所が適切と判断される方については入所判定委員会へ意見等を報告していきたいというふう

に考えております。

また、入所対象から外れる要介護１、２の方に対しての対策としましては、今後、宅幼老

所やサービスつき高齢者住宅の設置を計画しているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

玄海園では要介護１、２の方がどのぐらいおられて、要介護５まであるわけですね。その

人数がわかれば、資料をいただきたいと思います。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

現時点では要介護１、２の方で、玄海町は今２つ合わせて20名でございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。
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○２番（山口 定君）

20名ということでございますけれども、要介護３からのほうまでもあろうかと思いますけ

れども、その点は結構です。

それで、今回、施設の食費や部屋代の補助認定も厳格化されるようになり、これまで所得

だけで判定をされておりましたけれども、これからは貯金もチェックされ、たとえ所得が低

くても単身では10,000千円、夫婦で20,000千円を超える預貯金を持つ場合は補助の対象から

外される見込みですということでございますけれども、この改正は27年８月から適用すると

いうことでございますけれども、先ほどの答弁の中にもございましたけれども、預貯金の確

認は誰がするのかということで検討中ということでございましたけれども、これも大変なこ

とであると思います。預貯金を調べるということになれば、これはもう個人の財産でござい

ますので、なかなか個人情報もございますので、その辺はしっかり情報をほかに漏れないよ

うに注意しなければいけないと思っておりますので、その点の対策はどのように考えられる

か、お聞きをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

誰が預貯金等の調査をするかということでございますけれども、これはもう介護保険の担

当であります保健介護課で行うことになろうかと思います。ただ、どのような方法で調べる

かということを考えますと、基本的には本人の申告でございますので、通帳のコピーを添付

してもらって確認を行うことになると思いますが、ほかに預貯金がないか金融機関への照会

を行うことが一般的な調査の方法であるというふうには思っております。ただ、どの範囲ま

で照会を行うかという課題もございますし、市町村でばらばらの対応をすることになると、

利用者に不公平感を与えることにもなります。この改正の適用は今議員おっしゃっていただ

いたとおり、平成27年８月からとなりますが、それまでの間、国や県、県内の保険者とも連

携をとりながら、統一されたマニュアルのような形で運用できるように協議をしていきたい

と考えております。

事業者に報告するということになりますと、該当、非該当にかかわらず事業者への報告は

行ってはおりません。報告ではございませんが、軽減を受ける場合のみ本人が負担限度額認

定証を事業者に提出することで軽減が受けられる仕組みというふうになっております。
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○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

せっかく預貯金が10,000千円とか20,000千円とかあるわけでございますので、高齢者が今

まで税金を払い、年金の中から少しずつためた金額から施設の部屋代や食費を高く取るとい

うことは驚いております。

国もそこまでしなくてもいいのかと思っておりますけれども、公共事業で土地を町に譲っ

た人もおられると思います。個人、夫婦の情報が漏れないように十分対策をとって取り組ん

でいただきたいと要望をいたしておきます。

次に、今回の介護報酬改定でどのように変わるのか、お聞きをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

平成27年度の介護報酬改定率につきましては、２月６日、国の社会保障審議会介護給付費

分科会において、マイナス2.27％で決定がされました。今回の改定を踏まえて、特別養護老

人ホーム玄海園の介護報酬がどれぐらい変わるのか試算をしますと、基本報酬が要介護３の

利用者の場合、現行の１日当たり807単位が762単位とマイナス5.6％の改定となっており、

各介護度のいずれも約６％のマイナス改定となっております。

なお、加算につきましては、ほとんどが現状維持であったのに対し、日常生活継続支援加

算が現行の１日当たり23単位が46単位と倍増しており、これは特養への入所基準が要介護３

以上に改正されることから、今後さらに重度者等の受け入れを行うことに対して評価する観

点からの見直しとなっております。

また、介護職員処遇改善加算についても拡充されており、現行の2.5％が3.3％と0.8％の

プラス改正となっており、これはさらなる支出向上の取り組みを進める事業所を対象にさら

なる上乗せ評価を行う観点からの見直しとなっております。

これらの改正をもとに、昨年12月分の介護サービス費の実績を基準として、改定後の単価

等で試算を行ったところ、昨年12月の介護サービス費26,143千円に対して25,638千円と、

505千円の減額ということになっておるところでございます。

○副議長（古舘義純君）
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山口定君。

○２番（山口 定君）

今回の介護報酬改定で事業者にとっては大きなマイナスになると言われております。中で

もサービス特定施設、特養は、先ほど答弁もございましたけれども、マイナス６％と、過去

にないマイナス幅となっておるわけでございますので、これから先、サービスの低下につな

がらないかと事業者の運営に対して心配されるわけですが、玄海園ではどのように対応され

るのか、お聞きをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今回の介護報酬改正によって確かにマイナスにはなりましたけれども、指定管理者として

はそれによって例えばサービスが低下するとか、それから世間で言われるように、どう表現

したらいいんですかね、一生懸命やらないとか、そういうことはあり得ないというふうに思

いますし、十分に高齢者の皆さんに対応するだけの作業をやることが前提で、これはこうい

う形の数字の表現となっておりますので、御理解をいただきますようお願い申し上げます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

ぜひそういうことにならないように要望をいたしておきます。

次に、最後になりますけれども、放射能対策設備の運用はどのようになるのか、お聞きを

いたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

玄海園の放射線防護施設は皆さん御存じのとおり、万々が一の原子力災害に備えて、即時

避難が困難な入所者の皆様や要援護者の方が安全に屋内退避ができるよう建物の外気に面し

た建具の気密性強化を行い、外気供給システムによって放射性物質を除去したクリーンな空

気を各階に送り込むことで、建物全体を陽圧にして、外気の侵入を防ぐ仕組みとなっており

ます。
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設備の主な装置でございますが、商用電源喪失時の電力供給のための非常用発電機と、放

射性物質を除去したクリーンな空気を各階に送り込む加圧給気ファンがございますが、これ

らの管理についても指定管理者と結んでおります協定書第７条の規定によって、指定管理者

にお願いをしているところでございます。

また、具体的な管理としましては、玄海園職員による装置の稼働テストを６カ月に１回の

頻度で行ってもらうことになっております。なお、装置のメンテナンスについては、業者委

託として平成27年度予算に上程をさせていただいておりますが、財源は全額県の補助金と

なっております。

以上が設備の管理状況でございます。

次に、万々が一の原子力災害が発生した場合の対応でございますが、町の災害対策本部か

ら避難などの指示がありましたら、指定管理者が定めた原子力災害避難マニュアルに沿って

行動することになりますが、屋内退避の指示があった場合においては、放射線防護対策施設

運用マニュアルに基づいて放射線防護施設の稼働を行うことになっておるところでございま

す。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

玄海園での避難はどのくらいの人が収容できるのか、また、施設には誰でも行けるのか、

それとその場合、誰が誘導するのか、お聞きをいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

玄海園での避難はどのくらいの人を収容できるかということでございますが、受け入れを

行う場所は１階の地域交流スペースでございます。地域交流スペースの面積が288平米ござ

いますので、避難者１人当たりの面積を４平米と仮定した場合、72名の収容が可能と考えて

おります。

次に、誰でも行けるのか、また誰が誘導するのかということでございますが、万々が一の

災害が発生した場合、できるだけ早く避難することが災害時の鉄則でございます。屋内退避

はあくまでも一時的なものでございますので、玄海園の入所者で即時に避難できない方や地
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域の要援護者が中心となると思いますが、このような方々だけに限定するものではありませ

ん。誘導につきましては、町の災害対策本部の指示のもと、住民避難誘導員などが誘導に当

たることになります。

次に、収容人数が何日滞在できるかということで考えますと、放射線防護施設自体が３日

間の退避を想定したつくりになっております。商用電源喪失時においても、非常用発電機に

よって加圧給気ファンや飲料水ポンプ、それからトイレ洗浄用ポンプ、照明、コンセントへ

の電源を３日間供給することができるようになっておりますし、食料、飲料水については、

100名が３日間退避できる量の備蓄がされておるところでございます。

○副議長（古舘義純君）

山口定君。

○２番（山口 定君）

しっかり訓練をされまして、粗相のないようにしていただきたいと思います。また、町民

の方にわかりやすく広報をされまして、万全の体制で対応をしていただきたいと望んでおき

ます。

今回、３点の質問をさせていただきました。今後は高齢化がどんどん進むと思っておりま

す。いろんな対応が必要かと思います。町民の方が何を望んでおられるのか、しっかり検証

されまして、町の発展のためになお一層の努力をしていただきたいと思います。

これで私の一般質問を終わります。

○副議長（古舘義純君）

以上で山口定君の一般質問を終結いたします。

次回再開を14時45分から再開いたします。暫時休憩します。

午後２時27分 休憩

午後２時45分 再開

○副議長（古舘義純君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。４番池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

ただいま許可をいただきましたので、通告に従い、一般質問をします。

今回は３点ほどお聞きします。１番目に、玄海町小中一貫校の開校に伴う運営方法と既存
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の学校について、２番目に、玄海町薬用植物栽培研究について、３番目に、次世代エネル

ギーパーク「あすぴあ」の事業について、お尋ねをいたします。

初めに、１番目の玄海町小中一貫校に伴う運営方法と既存の学校について、お尋ねをしま

す。

東日本大震災が起きた３月11日──あしたあさってです。これは平成27年２月27日の復興

庁の発表で見たんですが、いまだに22万9,000人が全国47都道府県1,162の市区町村で避難生

活をされています。丸４年がたちますが、復興のおくれが、ここやっぱり３月11日が近く

なってきますと、テレビや新聞報道で皆さんも見ておられるかと思います。一刻も早い復興

をやっていただきたいと願っております。

まず、小中一貫校の開校に伴う運営方法と既存の学校についてということでお尋ねいたし

ます。

基本方針はどのようなものかということを教育長にお尋ねをいたします。このことも

ちょっと調べてみましたら、日本全体的な教育基本法、基本というのが、終戦後、文部科学

省が初めて戦後教育の基本方針を明らかにしたのは、昭和20年９月15日に発表した新日本建

設の教育方針であるというのがありました。大分前のことですから、今もこれが基本となっ

て現在の教育に反映といいますか、もととしてつくられておるのかと思いますが、このたび

の玄海町の小中一貫校において、どのような基本教育をモットーとしていかれるのか、お尋

ねをいたします。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

池田議員さんから、小中一貫校の開校に伴いまして、新しい学校の教育方針はどのような

ものなのかという御質問をいただきました。議員さんもおっしゃっていただきましたとおり、

教育基本法におきましては、教育の目的、目標が掲げられているところでございます。この

教育の目的や教育の目標を尊重しつつ、それに沿って本町の教育も行っていかないといけま

せん。具体的にそれを具現化するものということとして、御答弁をさせていただきたいと思

います。

玄海みらい学園では、本町始まって以来、１年生から９年生までが同じ校舎に生活すると

いう、そういう環境が生まれます。と同時に、教職員もこれまでは小学校の先生、中学校の
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先生というふうに分かれて指導教育を行っておりましたけれども、先生方におきましても一

緒に同じ敷地内で教育に当たるという、そういう環境が生まれることとなります。このため、

１年生から９年生まで一貫した指導をもって子供たちの教育に当たるという必要が生じてま

いりますので、その教育を行うに当たっての方針が必要となってまいります。

新しい学校では、子供たちの姿──児童・生徒の姿は、自分で考え行動できる能力、自分

に自信を持つ自尊心、ほかの人とのコミュニケーション力のある子供、それから、当然のこ

とながら、社会に巣立った後の適応能力のある子供、そういう子供を育てたいというふうに

考えているところでございます。そのような子供を育てるために、一貫校としては柱として、

既に議員の皆様方にも御紹介をいたしておりますが、校訓を定めているところでございます。

校訓は「新・究・律・愛」でございまして、これもこれまでその中身について御説明をして

きたとおりでございます。

このように自分で新しいことに挑戦できる、前に向かって進んでいける子供、真実を追い

求めて本質を探り、自分自身の答えを探求できるそういう子供、そして、自分自身のことは

自分で規範に──要するに、ルールにのっとり自分の行動を規律できるそういう子供、最後

は、自分、他者、友達、家族、玄海町、ひいては日本、そして、世界を愛することができる

子供、そういう「新・究・律・愛」をモットーに、新しい玄海みらい学園では運営をしてい

きたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

先日、学校の視察もさせていただきました。そういった中ですが、この一貫校、生徒も多

く学校の環境もよく、九州でもトップクラスの校舎ではないかと思われます。環境は整いま

した。あとは一番大事な子供の学力の向上かと思います。そういった中の例の質問になりま

すが、学校生徒といえば、よい先生がいることが必ずこれは最低必要条件かと思います。悪

い先生というのはおってないかもしれませんが、教育長が来られてから４年目、５年目です

かね、何年目ですか──７年ですか、そがんたっとっとですね。いろんな目新しい事業を

やってこられました。それなりにと言っては失礼ですが、効果もある程度は出てきているか

なとは思いますが、ただ、やっぱり、県内でも余りよくない、ランクとしてはですね。そう
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いったことで、あれだけ立派な校舎ができましたので、先生あたりも科目的にいろんな得意

にされた先生もおってあると思います。みんながみんな何でもできるわけじゃないと思われ

ますので、そういった先生の選び方にも、もう決めてあるんですよね、すぐ開校ですからね。

当然決まってあるかと思いますから、そういった質のいい先生を子供のために呼んでいただ

いて、建物に恥じないような成績を上げられますようにお願いしておきます。そういった中

でちょっと二、三お聞きします。

この開校に伴い、ずっと前に聞いた覚えがあるんですが、先生の配置と人数、これはどの

ようになるのか、お尋ねをいたします。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

小中一貫校開校に伴いまして、先生方の配置についてはどうかという御質問でございまし

た。議員の皆様も御存じのとおり、教職員につきましては県費の教職員というのが配置をさ

れます。県の費用で配置される職員でございますが、県費の教職員については国の、それか

ら県の基準がございまして、クラス数に応じて、職員数は配置数が決まっております。です

から、その配当基準に従って、職員数は新しい学校に配置されるということとなります。

議員さんの質問は質の内容でもございましたけど、まず、人数についてのお答えをさせて

いただきたいと思います。

玄海みらい学園の教職員数につきましては、新しい法律が一貫校の法律というのはありま

せんので、小学校の配置基準、中学校の配置基準ということで配当がされます。県費の負担

教職員は小学校25名、中学校20名、合計45名というのが配当でございます。これは、ことし

平成26年度の４小・中学校の配当数と比べますと、16名の減となります。これが県費の教職

員でございます。

次に、少人数の講師でございます、それから、学習支援員でございます、そして、保小連

携教職員等、そういう町費の教職員につきましては当初予算でお願いをしているところでご

ざいますけれど、小学校に９名、中学校に６名、合計15名を配置させていただきたいという

ふうに考えております。これは、ことし平成26年度に比べますと、５名の減でございます。

したがいまして、玄海みらい学園、平成27年度は県費が45名、町費が15名、合わせて60名

の教職員が在籍するということとなります。これは先ほど申し上げました繰り返しですが、
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平成26年度に比べますと、県費、町費合わせて21名の減ということとなるものでございます。

教職員の数は以上でございますが、質につきましても質問をしていただきましたが、新し

い学校におきましては指導法の改善を行おうということで平成26年度、先生方も加えまして

議論をしたところでございまして、授業のやり方を、問いを発する、子供たちが考えるよう

な、そういう授業展開になっていこうということで、授業のやり方を変えた新しい玄海みら

いスタイルを実施していきたいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

今までと比べたら、マイナス21名ということですね。当然いろんな統合、合併いろいろあ

りますが、それをするときは、人員の削減はもう当然です。これが変わらないんであれば統

合する意味も何もありません。21名の減ということで60名の方、しっかり頑張っていただき

たいと要望しておきます。

次は、スクールバスについてちょっとお尋ねします。

これも何回となく検討委員会では聞いておりましたが、最近、値賀校区のほうから、値賀

校区から徒歩で行く地域がありますかね、どこか。ありませんか。中学生もですよ。（発言

する者あり）（「池田議員、声を大きく。聞こえにくい」と呼ぶ者あり）聞こえんですか。

一部聞いた話ですが、浜野浦の中学生が、その指定距離にかかるとか、かからんとか、ぎ

りぎりみたいな感じで、あそこから歩いてはちょっときついんじゃないかと思ってお尋ねを

しておりますが、この辺のところ、私の間違いであればいいんですが、どうでしょうか。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

バス通学につきまして池田議員さんから質問をいただきました。

詳細について私が十分な把握をしておりませんので、そこは御容赦をいただきたいと思い

ます。

今、手元にあります資料は、バス路線で何名が乗ってくるかという資料を今持っておりま

す。
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おっしゃっていただきましたのは浜野浦のお話でございました。乗車地区、浜野浦公民館

で乗車する子供さんや大園バス停で、それから仮屋漁協でという、そういうルートでバスが

走ってまいります。

浜野浦で乗車していただきますのは１年生から４年生までが６名、５年生から６年生まで

が２名、７年生から９年生までが５名というふうに私の手元では整理をさせていただいてお

ります。これがバスでございます。

一方、徒歩や自転車で、その対象となるエリアの方は何名かということでございますが、

ただ、これにつきましては、浜野浦は対象地区にはなっておりません。徒歩または自転車の

対象となっておりませんので、私どもはこのように整理をしておりますけれども、もしくは

議員さんおっしゃられたようなことがあるのかもわかりませんので、それにつきましては、

また調べをさせていただきたいというふうに思います。済みません。事前通告がなかったも

んですから十分な調査をしておりません。失礼いたしました。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

私の聞き違いだったのかもしれません。じゃ、値賀地区からは、徒歩のところはないと理

解しとっていいわけですね。わかりました。

ただ、その浜野浦を聞いたときに、距離は４キロメートルか、4.5キロメートルか、その

辺かなと思いますが、平たんの４キロメートルとああいった高低差がある４キロメートル、

同じ４キロメートルでも歩くとなると大分違いますからね、その辺どうなるのかなと思って

お尋ねをしたわけです。いいです、間違いであればそれでいいわけですから。

続き行きます。

この通学バスですが、朝、夕方と誰かバスの中に引率といいますか、大人が乗ってという

形じゃないんですね、子供だけで朝晩往復をする形になるんでしょうか。

（午後３時４分 10番岩下孝嗣君 退席）

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

池田議員さんからバス通学の具体的なやり方についての御質問をいただきました。スクー
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ルバスにつきましては今、議員さんおっしゃっていただきましたとおり、子供たちが乗って、

そして事業者が運行をするという形になります。

大人の方につきましては実際の停留所での見守りとか、それから、帰りは停留所から戻っ

て家までの見守りとか、これは今、有徳小学校でも行っていることでございますけれども、

そういうことをぜひお願いしたいなというふうに思っております。

じゃ、バスに乗った後はどうなのかという御質問でございますが、これは、今回はありが

たいことに小中一貫校で１年生から９年生までが、先ほど言いましたとおり、例えば浜野浦

でございましたら、７年生も８年生も９年生も乗るわけでございます。

そういうことで、バスの中につきましては上級生が下級生の面倒を見ると、そういうこと

も、そういう一つの教育環境といいましょうか、そういうことができるのではないかなとい

うふうに思っております。

そういうことで、町内の全ての子供がお互い助け合いながら生活する、そういう状況が生

まれていくんじゃないかなというふうにも考えているところでございます。

なお、有徳小学校が平成22年に開校いたしましてバス通学を行いました。そのときは、最

初は、しょっぱなはやはり大人の見守りを十分にいたしましたし、我々教育委員会の職員も、

しょっぱなは対応をさせていただいたところでございます。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

上級生が下級生の面倒を見ると、これはいいことです。

私が心配するのは、逆に上級生が下級生をいじめるパターンが出ると思います、必ず、

言っておきます。そういったこともあるかと思うんですよ。ですから、もし低学年の子が上

級生、５年生、６年生あたりからいじめられたとしたら、いつも同じバスでずっと続くわけ

ですね、何年も。それがちょっと心配だなと。いいことであればいいんですけれども、もし

そういったことが起きないようにやっぱり十分注意をして運用、運行をしていただきたいと

思います。多分起きると思います、起きなけりゃ幸いです。

このバスですが、今回は委託の業者さん、玄海タクシーさんですね、と町で今度新しく５

台ですか、購入されました。バス購入の説明はちょっと受けましたが、もう一回、町長にお
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聞きしたいと思いますが、業者さんに任せるよりも町で管理運営していったほうが安価で上

がるとか、その辺の説明をしていただいていいですか。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

町でバスを購入しての、バス運行委託についての御質問をいただきました。

バスの購入につきましては、議会の教育環境調査特別委員会、それから、全員協議会でも

御説明をさせていただいたところでございます。

町で購入して、そして運行委託した場合と、バスを、それから人も、両方とも委託して運

行した場合の経費についての、たしか20年ぐらいのその違いをお示しさせていただいたもの

というふうに思います。

それと、その後の入札結果で、またその当時、機材の入札予定金額よりもその後の入札結

果の金額が低うございますので、その当時、お示しをしておりました経費の有利性はもっと

広がったものというふうに思っております。

新しいバスにつきましては、もう１つの利点がございます。それは町で抱えておりますの

で、教育委員会の事業には当然使わせていただきますけれども、それ以外の空き時間につき

ましては教育委員会以外の町の業務にでも使っていただけるという、そういうメリットがあ

ろうかというふうに思っているところでございます。これは、金額には隠れたメリットだと

いうふうに御理解いただきたいと思います。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

今年度、27年度分についてはわかりました。

この委託の分ですが、来年度また更新時期が来るかと思われます。そのときはどういった

形になるんでしょうか。全部町でやるとか、委託者を挟んでやるとか、その辺はどう考えて

おられますか。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。
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○教育長（小栁 勉君）

平成27年度のスクールバスの利用は先ほど御説明をいたしましたけれど、議員さんおっ

しゃられましたとおり、玄海タクシーさんの委託期間が平成27年度まででございます。平成

28年度以降、どうするのかという御質問でございますが、町で抱えますバスが５台でござい

ます。平成27年度は民間の方にお願いするのが７台、合計12台ということでございます。

じゃ、平成28年度は何台必要になるのかということが28年度のバス運行をどうするかという

大きな要素になります。

平成27年度のバス利用者は約390名か、それぐらいでございますので12台必要だという計

算をしているところでございますが、じゃ、28年度、それと比べて極端に少なくなるのかと、

５台で大丈夫なのかというと、そうはなりません。やはりそれ相応のバスが必要になります。

それは子供さんの数と、どの地域に子供さんが住んでいらっしゃるかということにもかか

わってまいります。ですから、平成28年度は、教育委員会といたしましては、また、町長部

局にバスの委託についてお願いをさせていただきたいというふうに思っているところでござ

います。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

わかりました。28年度は28年度でまた相談をするということですね。

次、行きます。

これも検討委員会で聞いたかと思っておりますが、念のためにお聞きします。自転車とか

電動バイクがありますよね、それを利用する子供たちも当然、天気やら体調の不良やらで、

そういった場合、スクールバスの利用はできるんですよね。それしかだめということじゃな

いんですよね。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

今、議員さんがおっしゃられましたことにつきましては、これまで統合に係ります検討部

会でいろいろと、通学部会といいますけれども、そこで議論をさせていただいたところでご
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ざいます。

ただ、バスに乗車できる方は最初に許可証を──申請があって町が許可証を出します。そ

うしないと、大変変なことを申し上げますけれども、バスに乗ったけれども学校に着いてい

ないとか、もしくは、バスに乗ったけれども家に戻っていないとか、さまざまなトラブルが

想定されますので、許可を受けていない子供を教育委員会としては把握できなくなってしま

いますので、どうしても許可制にさせていただくこととしております。

一方、自転車で通学するという届けの場合には、これも自転車通学の許可をすることとし

ております。そういうことで、自転車通学の子供さんが、例えば雨が降ってきたから、きょ

うはバスに乗せてくれとかということは、これはできません。あくまでも届出をした通学方

法で実施をしていただくということといたしております。

そうしないと、例えば、バスは定員がございますので、定員をオーバーしてバスを走らせ

ることも、これもできません。そういうことで、それを踏まえての御本人さんや保護者の方

の通学の申請をしていただくということとさせていただいておりますので、どうぞ御理解を

いただきたいと思います。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

私の勘違いで、これはてっきりできるものと思っておりました。ああ、そういうことです

か、それも大変ですね。保護者の方たちとこういった話はされていると思いますけど、これ

で納得されておるんですか──ああ、そうですか。だったらいいですが、わかりました。

次に行きます。

４番目の廃校舎の利活用についてどのような状況なのかをお尋ねいたします。町長、お願

いします。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

小中一貫校が開校いたします。それに伴いまして、既存の２小、２中、それから給食セン

ターがその用途を廃止いたします。これにつきましては、３月定例議会に関連議案も条例案
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を出させていただいているところでございます。

実際に平成27年度以降、廃校舎として利活用の対象となりますのは、解体をいたします有

浦中学校以外の値賀小学校、値賀中学校、有徳小学校、そして給食センターでございます。

この４つの施設についての利活用については、昨年８月から町民の皆様方にお集まりいただ

いて廃校舎等利活用計画策定委員会を設置いたしまして、跡地活用について議論をしてまい

りました。

結論といたしましては、３回委員会を開催してたどり着いたものでございますが、まず、

有徳小学校につきましては、４事業所の希望がありましたけれども、差し押さえ動産仮置き

場や放課後児童クラブとしての利活用ということとなりました。

なお、民間事業者の冨士衣料株式会社も希望をされておりましたけれども、この事業者が

１階部分を利用したいということでございましたので、この冨士衣料さんにつきましては、

値賀小学校または値賀中学校を含めて利活用についての検討をしていただくよう調整をする

ことといたしております。この冨士衣料さんにつきましては、玄海町に肥前町から移転をし

てきたいということでございまして、今現在は衣料品生産をされております──こういう服

でございます。

移転に伴いまして、どういうメリットが本町にあるのかということでございますけれども、

移転に際して今後、10年間で７名の雇用創出ができるということでございましたので、ぜひ

とも町内雇用をお願いしたいというふうにお願いをしているところでございます。

残りの給食センターにつきましては３事業者から希望がございましたけれど、地元雇用の

創出、それから、事業計画等から外津水産加工株式会社の利活用が適当ということとなりま

した。

以上のことから、庁内の関係課や冨士衣料株式会社、そして、外津水産加工株式会社のそ

れらの事業者につきましては、これから廃校舎等を利活用できるような手続を進めてまいり

たいというふうに考えているところでございます。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

今、もろもろお聞きしましたが、学校の校舎、どうですかね。どの程度の企業、会社の方
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かわかりませんが、まだ大分余るんじゃないですか、その面積としては。今後はそういった

募集といいますか、あれはないんですか、あるんですか。

○副議長（古舘義純君）

小栁教育長。

○教育長（小栁 勉君）

町内に発生いたします廃校舎等の利活用については、積極的に活用を進めるべきであると

いうふうに委員会としては考えているところでございます。

そこで、先ほど申し上げましたとおり、今現在、決めております関係課や冨士衣料さん、

そして、外津水産加工株式会社さんと調整をし、そして、ある程度の場所といいましょうか、

規模が決まりましたら当然残りははっきりいたします。それを踏まえて、教育委員会といた

しましては町長部局とも相談をしながら、再度、募集をさせていただきたいというふうに考

えているところでございます。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

今、教育長のほうから言われました３利用事業者さん、これはもう町のほうでも納得とい

いますか、了解されてあるんですかね。町は町としての何か思いか、考え方があるのですか、

どうでしょうか。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、教育長から答弁をしましたことは、２社については私どもも了解済みでございまして、

これに加えて今、池田議員から御指摘をいただいたとおりに、まだそれでもたくさん実は余

裕がございます。

ですから、いろんな形で、もう少し検討委員会の中でも協議をいただく、それから我々も

教育委員会とまた相談をしながら、跡地の利用については、さらなる丁寧な使い方ができる

ように手を加えていきたいと考えているところでございます。

○副議長（古舘義純君）
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池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

まだ大分余地があると思いますので、できるだけそういった企業なり会社なりを呼んでい

ただいて、雇用ができればいいかなと思われます。

これは質問事項には出しておりませんが、関連でちょっと町長にお尋ねします。

これ多分見られておると思いますが、３月２日の佐賀新聞に「少子化対策、定住促進の柱

に」ということで太良町が給食を無料化というのが出ています。これは見られたと思います、

当然。これが760人分の１年間分に当たると書いてあるんですね、小学生が466人、中学生が

281人。こういったことを太良町がやっておるわけですが、財政的には、県下では玄海町は

よそと比べたらいいほうだと思っております。そういった中でこういったことも考えられる

のかどうか、どうでしょうか。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

太良町さんの場合は、太良町さんに創生交付金の配分の範囲が少し実は玄海町よりもたく

さんございます。そういった意味で、全額そこで納めが効くということで判断をされたもの

というふうに私どもは思っておりますし、これはもう議員さん御承知かと思いますけれども、

玄海町の場合は、創生交付金が非常に額的に少のうございまして、給食費に全額充てても不

足をいたします。ただ、給食費については、将来にわたっては、子供たちにある意味、玄海

町の産品がこれだけすばらしいと、ふるさと納税でも証明されているように、玄海町フェア

もやるように、いい食材を使っているということがわかっておりますので、今後は玄海町と

しても協議はしてまいりたいと考えているところでございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

ぜひ実現に向けてやっていただきたいと要望しておきます。

次に行きます。

玄海町薬用植物栽培研究所についてということでお尋ねいたします。

あそこの当初の目的というのは甘草栽培、甘草の苗つくりがメーンだったかと思っており



- 115 -

ます。最近、違う薬草、そういったものばっかり表に出てきているような感じが私はしてい

ます。本来の甘草の研究開発、これについては、先月２月に、１年間に１回の説明会があり

ますが、去年の説明では、あと３年、時間を下さいという九州大学のほうの説明だったかと

思っております。今回は私、所用があって行けませんでした。話を聞けば何も変わっとらん

というふうに聞きました。

今後どういうふうになって、この甘草に関してです、ほかのやつはいいです。この甘草に

ついて、今後どういった研究開発を進めていかれるのか、それは本人じゃないからわからな

いと言われたらそうかもしれませんが、わかる部分でいいですから御説明をお願いします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

本町の甘草を初めとした薬用植物の共同研究については、これはもう議員御承知のとおり、

平成20年３月10日に九州大学と共同研究に関する覚書に調印をして平成20年度から22年度の

３カ年で研究に係る施設整備を実施し、平成23年５月22日に開所式を開催させていただいた

ところでございます。

また、九州大学工学院及び薬学院、それから、長崎国際大学薬学部において、平成20年度

から甘草の基礎研究が行われて、平成23年度よりその基礎研究の成果をもとに、本町の施設

で実証栽培実験を開催し、平成25年度からは九州大学の農学院も加わって共同研究を行って

いるところでございます。

本町の施設で実証栽培を行ってきた甘草についてはグリチルリチン含有量2.5％以上の日

本薬局方の規定を満たす個体が特定できましたので、その個体の根から品種登録用の苗をつ

くって昨年の５月に苗をハウスに移植し、品種登録の準備を行っているところでございます。

品種登録につきましては、ハウスに移植した苗の成長を見ながら、申請を行いたいと考えて

おります。

また、九州大学では苗を大量に増殖させるための組織培養法を用いた大量増殖法の開発を

研究しておりまして、品種登録後には、これを用いた甘草栽培の広域展開を図っていきたい

と考えております。

九州大学との共同研究につきましては、毎年、薬用植物の総合研究プロジェクト報告会を

開催させておりまして、研究成果について発表させていただいているところでございます。
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今年度の報告では、先ほど余り変わっていないというふうにおっしゃっておられましたが、

今年度の報告では、高品質甘草の組織培養法の研究が進んでいること、それから、平成25年

度から新規参入された九州大学農学院からの甘草の新たな機能性などについて発表が行われ

たところであります。特に九州大学農学部は、甘草の根の部分だけではなくて、全部使った

製品をつくって、少しでも玄海町の情報発信になるような努力をしたいという旨の発表がご

ざいました。

以上でございます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

これはインターネットでちょっと調べたんですが、日本製薬さんが山口県岩国市の分、御

存じの方もあるかと思いますが、岩国本郷研究所で甘草に関して、高品質な苗づくりや露地

栽培技術を確立したというのが載っておりますが、ずっと言われております特許──苗づく

りの特許ですね。そういったものとの二番手、三番手になれば、どういったことになるんで

しょうかね。その辺ちょっと、どういった考えがあるのか、お聞きします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

この品種の登録というのは大変、今の日本の法律では難しい面がいっぱいございます。文

科省あたりでの登録でありますと、学問のための登録でありますので、非常に簡単にできま

すけれども、私どもが目指しているのは農水省の品種登録でございますので、実は農水省と

は相談をさせていただきながら進んでおりますが、まだ日本ではこの甘草の品種登録はされ

ておりません。

それから、確立をしたと新聞を載っておったかもしれませんが、そういったものであれば、

うちはもう何年も前に確立したというふうな記事になって、載ることが十分に可能なだけの

研究は進んでおります。ですから、それは全てをうのみにされずに、ただし、品種登録につ

いては、非常に農水省を通すということになると時間的にも多分、正直申し上げて２年、３

年かかるというふうに思っておりますし、農水省には甘草の登録はまだ日本ではされており

ませんので、農水省自体が甘草の勉強をしていただかなければいけない状況にあるというこ
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とを御承知おきいただいて、私どもそれにあわせて、九州大学薬学院とそれから農学院で、

両方で研究したしっかりとした成果を登録させていただきたいと考えているところでござい

ます。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

国等の関連関係、そういったものは詳しく私たちはわかりません。ですが、こういったも

のが高品質な苗づくりや露地栽培技術を確立したと書いてあるんですよ。そしたら、もうで

きとるやんねと、やっぱり思うんですよね、見たら。あとはどうなるとかなと心配して言っ

ておるんです。

この研究事業も私の計算が間違っていたらあれですが、今まで総事業費1,811,000千円ぐ

らい以上の金が投資をしております、総額でです。今まで最初から、建設費からですね。

こういったことで、一生懸命頑張ってはおるんですが、こういったように、よそからぽん

と先駆けをされたらどうなるのかなと心配して、お尋ねをしております。ぜひとも、より高

品質といいますか、種類が違うと──品種は一緒ですね、甘草ですから。その使い方とか用

途によってまた違う申請がなされるのかどうか、その辺よくわかりませんが、時間もたって

おります、大分。約束の３年間はあと２年あるわけですけれども、ぜひ残りの２年間でもう

少しはっきりとした明確な方向づけをしていただきたいなと。これは研究者の方たちの頑張

り次第ですから、いかんせん部分もあるかと思いますけれども、やっぱり余り長過ぎるなと

私は思っております。けつをたたいてというのはおかしな表現ですが、ぜひ頑張っていただ

いて地域の産業に役に立つようにしていただきたいということを要望しておきます。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、非常にありがたい指摘をいただきました。ぜひ一生懸命そういった研究をスピード化

を図って、成果として皆さんにお見せできるように、我々としては尻をたたいていきたいな

と、九大の先生方も長崎大学の先生方にも、その旨しっかりとお伝えをして、早く品種登録

を済ませ、そして、これは議員も御承知かと思いますけれども、ＪＣＣ等で化粧品としても

これは扱いをいただけるように甘草はなっておりますので、しかも、ＪＣＣでは2.5％のグ
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リチルリチンは必要ないという話もお聞きをしております。ですから、甘草であれば大丈夫

だということでそれは使えますし、生薬としては2.5％以上出ないと、これが認めていただ

けませんので、漢方薬に利用する生薬としては2.5％出る苗はもう既に私どもでつくられて

おりますので、これをいかに大量に増殖できるかということにかかっていると思います。こ

の栽培登録についても、農水省にしっかりと働きかけをして早く登録できるよう今後も努力

を続けてまいりたいと思っておりますので、議会のほうからも後押しをしていただきますよ

うお願いを申し上げておきたいと思います。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

今までは甘草を言いましたが、甘草以外のやつですね、これは秋田県の分ですが、秋田県

南部の羽後町では、2012年12月、35件の農家が集まり薬草生産組合を発足させた。３ヘク

タールで婦人病などに効く漢方薬の原料となるトウキを栽培し、昨年秋には初収穫を終えた。

単位面積当たりの売り上げは稲作の1.5倍以上と、こういったこともあっております。うち

でもいろんな、ミシマサイコやらトウキやらの今販売をされておりますけれども、それにつ

いても、よそでこういったことができておると。土壌や気象条件が大分違う部分もあって、

なかなか農作物は、それが合わないとできないという部分がありますが、そっちのほうも、

せっかくやるのであれば、もう少し力を入れてこういった実用──これはもう実用化ですよ

ね、これだけになっとったら。こういったことができるように、頑張っていただきたいと

思っております。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

今、もうありがたいことにトウキも、それからサイコも池田議員から言っていただきまし

た。これに実は私どもの研究所ではサフランですとか、ほかの薬草も含めて今一生懸命、大

量生産ができるところまでいかないと、トウキにしても、サイコにしても商売にはなりませ

ん。そういう意味では、まだやはり農家の皆さんに早く御理解をいただいて栽培がいただけ

るような状況を早くつくり出していきたいというふうに思っておりますので、そっちのほう

にもぜひ議会のほうからアドバイスをしていただきますように、我々としてはお願いをして
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おきたいなというふうに思います。なるべく皆さんに形を見せられるよう努力を続けてまい

りますので、よろしくお願いいたします。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

続きまして、次行きます。

３番目に、次世代エネルギーパーク「あすぴあ」事業についてということで、現在までの

営業実態について、お伺いいたします。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

次世代エネルギーパーク「あすぴあ」は、平成25年７月20日にオープンをさせていただい

て、指定管理者であります九電産業株式会社に平成30年３月31日までの５年間、管理運営を

行っていただくことといたしております。

エネルギーの未来について、来て、見て、触れて、みんなで考える施設として利用してい

ただけるようチラシや新聞折り込みなどによるお知らせのほか、各学校や保育園などにも勧

誘を行い、体験学習や工作教室を開催するなど、未来のエネルギーに関する知識の普及を

図っているところであります。

これまでの来館者数といたしましては、平成25年度が６万4,514人、平成26年度が２月末

で７万5,053人で、昨年の８月24日には来館者10万人を達成し、記念セレモニーを催したと

ころでございます。

今後は、今まで行ってきた勧誘活動やＰＲに加え、新たな集客の取り組みを行い、環境に

優しいエネルギーの町としてイメージアップを図るとともに、薬用植物栽培研究所や九州電

力のエネルギーパークなど、他の施設との連携を行うなど交流人口の増加に努めていき、地

域活性化につなげていきたいと考えております。

また、次代を担う子供たちには、この次世代エネルギーパーク「あすぴあ」をさらに利用

していただいて、未来のエネルギーについて体験しながら学習をし、知識を深めていただき

たいと考えておるところでございます。

○副議長（古舘義純君）
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池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

去年よりもことしということで若干、来館者もありますが、当初は、町長、20万人が目標

ですから、まだやっと半分ですよね、まだ２年目ですけど。

そういった中で指定管理料ですが、これは私が前にもらった分ですけれども、平成25年度

から29年度まであります。88,540千円、95,000千円、95,000千円、96,890千円、95,000千円

と書いてあるわけですが、今年度、予算書を見てみますと、101,355千円と指定管理料が上

がっておりますが、その辺の説明、上がった理由を教えてください。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

ことしの予算のふえた主な理由としては、これは最初にオープンをさせたときにはエネル

ギーパークの雇用者の数が12名でございました。今回から15名に３名増員を図られておるこ

とであります。

これについては、体験学習の実務の増に加えて、小さい子供たちが来たときの対応もして

いただかなければいけないことを考えると、12名ではやはりどうしても数に限定されてしま

います。そうすれば、私どもの思惑であります交流人口の増加にもつながっていきませんし、

少し人をふやして、さらに入館者の数をもう少しふやす努力をさせていただこうということ

で、今回、３名の人件費の増が入っておるということになります。それから当然、御承知の

とおり、消費税が上がりましたので、その分がふえたということで御理解をいただければと

思います。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

ということは、平成27年度がこうですよね。来年、再来年と、ずっと上がるという感覚で

すか。違うのはことしだけですか。じゃ、この金額で大体推移をしていくという捉え方でい

いんですかね、101,355千円でいいんですか。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。
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○町長（岸本英雄君）

基本的には、消費税も含めて、もちろん２年後の消費税が上がるときにはまた２％分上が

りますので、その点については御理解をいただきたいと思いますけれども、逆に指定管理者

にとっては売り上げが上がるようになれば、これは指定管理料としては減らしていくという

方法もございますので、それはそのときの状況によって変化をしてくる。ここ二、三年につ

いては、横ばいで行くのではないかというふうに考えております。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

さっき言われましたように、また先で消費税も上がります。頑張っていただいて集客がで

きて入館者が多くなれば、また経費もかかります。だから、当然、それは入館者が多くなっ

て経費がかかるのは、まあいいとしても、ただ漠然と余り変わらん状況で、この１億円近い

委託料が毎年出ていくというのはやっぱりどうかと思われます。

それで、先ほど薬草の総事業費を1,811,000千円何がしかと言いましたけれども、この次

世代につきましても、どういうわけかわかりませんが、ほとんど同じ金額なんですよ、総事

業費は、今まで。1,825,000千円。両方合わせたら幾らですかね、37億円ぐらいになるわけ

ですよね。

ですから、一長一短にいかないという部分はわかりますが、大きな金をですよ、交付金で

あっても町の金には変わりはないわけですから、そういった大きい金額を使った仕事をして

おるわけですからやっぱり、一長一短に効果が出る出ないはわかりますけれども、できる限

り早くそういったものに対応していかないと、何じゃこりゃとしかなりません、本当に。

現に値賀地区では私が聞く中では、早うやめろと、赤字の太うならんうち早うやめろと言

う人もおられます。財源のなかっですよと、財源はないないいつも言ってありますよと。財

源のなかて何でこやんかとつくるとかと、毎年１億円払わんじゃないかと、こういった批判

が出てきます、絶対。出ております。ですから、物にしないと、つくっただけではどうしよ

うもない部分があろうかと思います。大変だと思いますが、頑張っていただきたいと思って

おります。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。
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○町長（岸本英雄君）

薬草園にしても次世代エネルギーパークにしても、確かにそれだけの投資をさせていただ

いている部分というのはございます。

しかし、薬草園もひょっとしたら私の任期中に大きな大化けはしないかもしれませんが、

将来にわたっては必ず大化けをして、しかも、ＪＣＣとの関係、それから、生薬との関係で

非常に大きな商売になっていく産業だというふうに私は思っております。

それから、次世代エネルギーパークに関しては、ここで何度も申し上げましたけれども、

まずは子供たちがいかに科学や物理に興味を持ってもらうかということが最優先でつくらせ

ていただいておりますので、もちろん子供たちにもっと通っていただけるようなそんな施設

のあり方を考えていかなければいけませんが、それに付随して、一定の売り上げの上げられ

るような施設にしていかなければいけない。そのことを考えますれば、確かに今、池田議員

さん優しく言っていただいたように、少し長い目で見ていただければ、十分に投資をさせて

いただいた金額は回収できるものというふうに私としては想定をしているところでございま

す。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

私は、別に優しく言ったわけじゃないです。困ると、できるだけ早い結果を出してほしい

ということ。

次に行きます。

今後の運営計画はということで出しております。今、大体話した中で、似たようなことに

なるかと思いますが、このことの中で町長にちょっとお聞きします。

町長選挙の折、外津地区で、この次世代エネルギーパークの運営について、平成27年度、

来年は黒字にしますと言われたとお聞きしましたが、確かな情報でしょうか、どうでしょう

か。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

黒字にすると言った記憶はございません。ただし、今、説明を申し上げたように、まずは
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子供たちが主体で勉強していただく。そして、それに付随をして、観光客の皆さんにもたく

さん来ていただける。それから、いろんな会合がここでできる。そういったことで、実はこ

の次世代エネルギーパークは、昨年、平成26年では九州電力のエネルギーパークの観客数を

少しオーバーしました。ですから、これは将来を見据えてもっとたくさんの人が来てもらえ

る一つの予兆でありますので、十分に将来は黒字を目指して頑張れるのではないかというふ

うに期待をいたしております。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

又聞きですので、私も絶対とは言いません。だけど、本当でいいと思うんですよ。そう

いった気持ちがないと、今までと何ら変わらんと。そういった気持ちがあってやってくださ

いとお願いをさっきからしておるわけですから。何か言ってもらいたかったですね、こうい

う考えがあるということを、あったらですね。わかりました。

本題に戻りますが、集客については、先ほどから言われているように、子供たちの来館を

ふやすとか、子供が来れば親もある程度ついてくるというような感じですが、この集客と販

売と雇用、これについてちょっと説明をしてください。

○副議長（古舘義純君）

岸本町長。

○町長（岸本英雄君）

まず、集客についてでございますが、先ほども答弁しましたように、次世代エネルギー

パーク「あすぴあ」に多くの方が来館されるように体験学習や工作教室のほかに、遠方の方

にも来館のきっかけとなるような、定期的にキャラクターショーなどの大型イベントを開催

して集客に努めているところでございます。ＰＲの内容としましてはチラシの配布、あすぴ

あホームページへの掲載、それから、ＮＢＣラジオやエフエム佐賀でのＰＲ放送、それから、

バルーンフェスタのＣＭ放送、西日本新聞への広告掲載など、いろんなメディアを通して広

報を行っているところでございます。

先ほども申し上げましたが、昨年の８月24日には、来館者がやっとといいますか、10万人

を達成し、オープンからの来館者数累計が２月末で13万9,567名となっており、今後も多く

の方に来館していただけるよう、いろんな取り組みをやっていきたいと考えております。
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次に、販売ですけれども、現在、平成26年度２月末までの販売高の総額は約15,500千円と

なっており、その内訳は、有料プログラムの各種ノート類やキャラクターグッズ、おもちゃ、

工作キットなどが約1,100千円、会議室の利用料やふれあい農園の貸し出し、ロードトレイ

ンのリースなどが約5,000千円、ゴーカートやフリーパス券などの展示体験料が約1,200千円、

そして、施設内広告掲出料など広告料が8,000千円となっております。また、キャラクター

ショーなど大型イベントの開催のときには町内の物販業者に出店のお願いをしているところ

でもございます。

最後に、雇用につきましてお答えをしたいと思います。

次世代エネルギーパーク「あすぴあ」の運営につきましては、指定管理者である九電産業

株式会社が行っており、適切な運営と来館者への十分なサービスが行えるよう職員の配置が

行われております。平成25年度は12名のスタッフで運営をされておりましたが、平成26年度

からは、これまで以上のサービスを図るため、15名のスタッフで運営をされており、集客に

努めているところでございます。

いずれにいたしましても、この次世代エネルギーパーク「あすぴあ」は、次世代のエネル

ギーや再生エネルギーについて子供たちが来て、見て、触れて、みんなで考える施設でござ

いますので、滞在型の体験施設としてぜひ利用していただけるよう指定管理者と一体となり、

学校や教育機関への訪問活動を実施し、子供たちに関心を持っていただけるよう体験プログ

ラム等のＰＲに努めてまいりたいと考えているところでございます。

正直に反省をすべくは、やはりもう少しバスで来れるような小学生、中学生にいかにア

ピールするか、それから連れてくるかということを、さらに平成27年度は加えていきたいと

考えております。

○副議長（古舘義純君）

池田道夫君。

○４番（池田道夫君）

３つの質問をいたさせてもらいました。その中で、一番身近なあれとして小中一貫校が全

く今までと違う教育内容──教育内容は変わらないかと思いますが、体制ですか、そういっ

たもので、いろいろ皆さんが心配なりなんなりを言ってきておられます。

そういった中で、これは見られたかと思いますが、小中一貫校のメリット・デメリットと

いうのがありました。見たわけですけれども、メリットもいっぱいあります。デメリットの
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ほうが多いですかね、これではですよ。メリットは項目が12です、デメリットは23あります。

そういった中で、やっぱり先ほどもバスの件でも言いましたけど、小さいころいじめられ

たら、ずっと同じメンバーで同じバスで通うんですよね。まずそういった懸念があります。

いいところは、さっき言われたように下級生の面倒を上級生が見ると、そういったことで

いいかと思います。それとか流動性がないため、環境変化の新鮮さに欠けるとか、中だるみ

をすると。小・中一緒の中でやる、学校の中で体力的、知力的に差の大きい小・中を一緒に

するアンバランス、そういったもろもろが書いてあります。悪いことばっかり言っちゃなん

ですから、ぜひ今後、100年続くのか200年続くのか知りませんが、当初も言いましたように

建物は立派です。多分、九州にはないと思います、ああいった学校は。わかりませんけど。

ですから、それに見合う子供たちを教育していただきたい。本当にそれが一番ですからお願

いして、私の一般質問を終わります。

○副議長（古舘義純君）

以上で池田道夫君の一般質問を終わります。

以上をもって本日の議事日程は全部終了いたしました。よって、本日の会議はこれにて散

会いたします。

午後４時３分 散会


